
笑う門には福来る！
関東初！甲州市よしもとふるさと劇団
甲州市が笑いの渦に包まれた！市と吉本興業がタッグを組み、市民劇団を
立ち上げ、旗揚げ公演を開催！　（平成 26 年 11 月 30 日：甲州市民文化会館 ホール）

豊かな自然
歴史と文化に彩られた

果樹園交流のまち 甲州市
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大蔵高丸（甲州アルプス）から望む富士山

謹
賀
新
年

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
に
は
健
や
か
で
輝

か
し
い
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と

お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

甲
州
市
は
、
本
年
11
月
１
日
で

市
制
施
行
10
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
れ
も
偏
に
、
市
民
の
皆
様
方

が
、
ふ
る
さ
と
甲
州
市
に
愛
着
と

誇
り
を
持
ち
、
旧
市
町
村
が
有
す

る
豊
か
な
地
域
資
源
を
磨
き
上
げ
、

甲
州
市
の
財
産
と
し
て
築
い
て
こ

ら
れ
た
賜
物
だ
と
感
じ
て
お
り
ま

す
。

　

市
民
の
皆
様
の
格
別
な
ご
支
援

と
ご
協
力
に
、
厚
く
お
礼
と
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

国
が
地
方
分
権
を
推
進
す
る
な

か
誕
生
し
た
甲
州
市
は
、
合
併
当

初
か
ら
「
自
主
、
自
立
」
の
新
た

な
時
代
を
見
据
え
た
行
政
運
営
の

確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
甲
州
市
初
代
の
市
長
と

し
て
、
変
革
の
時
代
を
迅
速
か
つ

効
果
的
に
対
処
す
べ
く
、
行
財
政

改
革
を
積
極
的
に
推
進
い
た
し
ま

し
た
。

　

同
時
に
、
子
育
て
、
福
祉
、
教
育
、

産
業
、
観
光
、
環
境
、
土
地
基
盤

な
ど
、
多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
を
反

映
し
た
各
種
計
画
の
策
定
、
事
業

実
施
な
ど
、
次
代
に
つ
な
が
る
ま

ち
づ
く
り
の
創
出
に
努
め
て
参
り

ま
し
た
。

甲州市長　田 辺　篤
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ま
ち
づ
く
り
を
皆
様
と
共
に
歩

ん
で
き
た
本
市
は
、
果
樹
や
ワ
イ

ン
産
業
、
観
光
交
流
な
ど
の
様
々

な
施
策
は
も
と
よ
り
、
市
民
の
皆

様
が
展
開
す
る
交
流
活
動
を
通
じ

て
、
甲
州
市
の
認
知
度
が
高
ま
っ

た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
少
子
高
齢
化
に
伴
う
労

働
者
人
口
の
減
少
な
ど
、
未
だ
政

策
課
題
は
山
積
し
て
お
り
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
強
い
行
政
基
盤
と
、

市
民
と
行
政
の
強
い
連
携
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
状
況
下
、
私
は
市
制
施
行

10
周
年
と
い
う
節
目
の
年
は
、
市

民
の
皆
様
と
大
い
に
祝
う
年
で
あ

る
以
上
に
、
甲
州
市
の
更
な
る
成

長
と
発
展
に
向
か
う
、新
た
な
チ
ャ

ン
ス
の
年
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た

富
士
山
や
２
０
２
０
年
に
開
催
さ

れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
は
、

甲
州
市
を
世
界
各
地
に
ア
ピ
ー
ル

す
る
、
絶
好
の
機
会
と
捉
え
て
い

ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
市
民
の
皆
様

の
声
に
耳
を
か
た
む
け
、
融
和
と

協
調
に
意
を
注
ぎ
、「
甲
州
市
に
住

ん
で
良
か
っ
た
」
と
実
感
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
に
全
力
で
邁
進
し
て

参
り
ま
す
の
で
、
な
お
一
層
の
ご

支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
も
市
民
の
皆
様
方
に
と
り

ま
し
て
、
幸
多
き
年
と
な
り
ま
す

よ
う
、
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

えんざん桃源郷

勝沼ぶどう郷

桃

甲州ぶどう

勝沼ぶどうの丘「ワインカーヴ」
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山梨県知事選挙
～だれのため？ 自分のための この一票～

投票日は 1 月 25 日 (日) です。
投票時間は午前７時から午後８時

※次の投票区は異なります
塩山第１２投票区（午後６時まで )・塩山第１３投票区（午後６時まで）
大和第　２投票区（午後７時まで )・大和第　３投票区（午後６時まで）

【告示日】1 月 8 日（木）　【投票日】1 月 25 日（日）午前７時～午後８時
【期日前投票】投票当日、都合により投票できない方は期日前投票ができます。
○期間　1 月 9 日（金）～ 24 日（土）午前８時３０分～午後８時
○場所
　甲州市役所本庁舎１階市民ギャラリー / 勝沼防災センター / 市役所大和支所
　※期日前投票は、住所に関係なくいずれの投票所でも投票が可能です。
　※勝沼防災センター、市役所大和支所での期日前投票は１月 18 日（日）～ 24 日
　  （土）となります。
＊投票入場券について＊
　圧着式のハガキで１月 14 日（水）までに郵送されます。４人以下の世帯は１枚、５人
　以上の世帯は複数枚となります。

投票の際、切り
離してお持ちく
ださい。ハガキ（内側面）

ミシン目

ハガキ（裏面）ハガキ（表面）

入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人
名簿に載っていれば投票することができます。本人確認
のできるもの（免許証、保険証等）をお持ちのうえ、投
票所で係員に申し出てください。

＊市民課からのお知らせ＊
　山梨県知事選挙の投票日は、住民基本台帳
　カードによる証明書自動交付機の利用をお
　休みします。
　（本庁舎が投票所となり入場制限を行うため）

※�入場券がお手元に届いても県外へ転出された方は投票できません。また、山梨
県内の市町村から引き続き山梨県内の市町村に一回に限り住所を移した方で甲
州市の選挙人名簿に登録されている方は、いずれかの市町村長が発行する「引
き続き県内に住所を有する旨の証明書」を持参すれば甲州市内で投票できます。
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◎選挙公報の配布は、新聞折込みにより行います。補完予定場所については次のとおりです。
　塩山市民病院／勝沼病院／山梨中央銀行市内各支店／甲府信用金庫塩山支店／山梨信用金庫塩
　山支店／山梨県民信用組合市内各支店／ＪＡフルーツ山梨市内各支所／市内各郵便局／甲州市
　役所各庁舎／老人福祉センター／大藤診療所／交流保養センター／ぶどうの丘
◆山梨県知事選挙のお問い合わせ先　甲州市選挙管理委員会 ☎３２ ‐ ５０４１

●塩山地域
　第　1 投票区　塩山北公民館　　　　　　　　　　　塩山千野 650
　第　2 投票区　山梨県立産業技術短期大学校　　　　塩山上於曽 1308
　第　3 投票区　甲州市役所本庁舎　　　　　　　　　塩山上於曽 1085 ー 1
　第　4 投票区　塩山南小学校屋内運動場　　　　　　塩山上於曽 1028
　第　5 投票区　塩山西公民館　　　　　　　　　　　塩山上塩後 339 ー 1
　第　6 投票区　塩山東公民館　　　　　　　　　　　塩山上於曽 1919 ー 11
　第　7 投票区　奥野田小学校屋内運動場　　　　　　塩山熊野 964 ー 1
　第　8 投票区　大藤小学校屋内運動場　　　　　　　塩山上粟生野 492 ー 1
　第　9 投票区　神金公民館　　　　　　　　　　　　塩山上萩原 9
　第 10 投票区　下小田原区集会所　　　　　　　　　塩山下小田原 213 ー 5
　第 11 投票区　神金第６区集会所　　　　　　　　　塩山上萩原 2672
　第 12 投票区　東京都水道局水源管理事務所落合出張所　　　塩山一ノ瀬高橋 216
　第 13 投票区　一ノ瀬出張診療所　　　　　　　　　塩山一ノ瀬高橋 438
　第 14 投票区　玉宮小学校屋内運動場　　　　　　　塩山竹森 3018
　第 15 投票区　平沢共選所　　　　　　　　　　　　塩山平沢 628
　第 16 投票区　井尻小学校屋内運動場　　　　　　　塩山上井尻 675 ー 1
　第 17 投票区　松里小学校屋内運動場　　　　　　　塩山小屋敷 1378
　第 18 投票区　下柚木公会堂　　　　　　　　　　　塩山下柚木 332

●勝沼地域
　第　1 投票区　勝沼第４区集会所　　　　　　　　　勝沼町勝沼 1420 ー 3
　第　2 投票区　勝沼防災センター　　　　　　　　　勝沼町勝沼 756 ー 1
　第　3 投票区　等々力自治公民館　　　　　　　　　勝沼町等々力 1449 ー 4
　第　4 投票区　祝小学校屋内運動場　　　　　　　　勝沼町下岩崎 1002 ー 1
　第　5 投票区　フルーツ山梨農協上岩崎出荷所憩いの家　勝沼町上岩崎 288 ー 17
　第　6 投票区　休息自治公民館　　　　　　　　　　勝沼町休息 1675 ー 1
　第　7 投票区　山区公民館　　　　　　　　　　　　勝沼町山 975
　第　8 投票区　東雲保育所　　　　　　　　　　　　勝沼町小佐手 410 ー 1
　第　9 投票区　綿塚公民館　　　　　　　　　　　　勝沼町綿塚 947 ー 1
　第10 投票区　菱山営農センター　　　　　　　　　勝沼町菱山 1778

●大和地域
※第　1 投票区　大和ふるさと会館　　　　　　　　　大和町初鹿野 1693 ー 1
　第　2 投票区　田野集会場　　　　　　　　　　　　大和町田野 469
　第　3 投票区　旧大和小学校天目分校　　　　　　　大和町木賊 119
※大和第１投票所は、上記の投票所に変更となりますのでご注意ください。

　　　　　＊＊投票区・投票所＊＊
山梨県
知事選挙
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家
庭
・
地
域
・
学
校

次
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
を
支
え
る

　甲
州
市
で
は
「
た
く
ま
し
く

　心
豊
か
な
人

づ
く
り
」
を
学
校
教
育
の
基
本
目
標
に
掲
げ
、

保
育
所
や
保
育
園
，
学
校
ご
と
に
教
育
目
標
を

定
め
て
、
次
代
の
本
市
を
担
う
児
童
や
生
徒
の

育
成
に
努
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
月
の
広

報
か
ら
、
シ
リ
ー
ズ
「
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻

く
環
境
」
と
題
し
て
、
本
市
に
お
け
る
子
ど
も

た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

甲州市の教育
シリーズ①

子どもたちを
取り巻く環境

子
ど
も
た
ち
の

健
全
育
成
の
た
め
に

　
子
ど
も
た
ち
は
、
家
庭
や
地
域

社
会
、
学
校
の
中
で
、
様
々
な
人

と
出
会
い
、
育
ま
れ
成
長
し
て
い

き
ま
す
。

　
家
庭
や
学
校
、
地
域
社
会
は
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
初
め
て
出
会

う
社
会
で
あ
り
、
人
格
の
基
盤
を

築
く
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
、
様
々

な
体
験
や
人
と
の
関
わ
り
を
通
し

て
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
や
社
会

規
範
な
ど
を
学
び
、
健
全
な
大
人

へ
と
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
最
近
の
急
激
な
社
会

の
変
化
は
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も

た
ち
を
育
む
営
み
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
ま
す
。

　
核
家
族
化
や
少
子
化
、
価
値
観

や
生
活
様
式
の
多
様
化
、
ゲ
ー
ム

や
携
帯
電
話
な
ど
の
普
及
な
ど
に

よ
り
、
家
庭
内
や
友
達
同
士
の
関

わ
り
が
希
薄
に
な
る
と
と
も
に
、

生
活
習
慣
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き

て
い
ま
す
。

　
テ
レ
ビ
の
長
時
間
視
聴
や
ス
マ

ホ
等
に
よ
る
生
活
の
夜
型
化
は
，

慢
性
的
な
睡
眠
不
足
や
朝
食
の
欠

落
を
起
こ
す
な
ど
、
社
会
の
変
化

は
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
乱
れ
な

ど
を
ま
ね
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
る

子
ど
も
た
ち
の
心
や
体
へ
の
悪
影

響
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
甲
州
市
教
育
委
員
会
で
は
、
山

梨
大
学
の
山
縣
先
生
の
ご
指
導
を

仰
ぎ
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
健

康
状
態
な
ど
を
調
査
す
る
思
春
期

調
査
を
２
０
０
７
年
か
ら
実
施
し
、

子
ど
も
た
ち
の
状
況
を
正
確
に
把

握
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を

子
ど
も
た
ち
の
教
育
活
動
に
活
用

し
て
き
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
を
育
む
地
域
づ
く

り
の
た
め
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

家
庭
・
地
域
・
学
校

次
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
を
支
え
る
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Interview
山梨大学大学院

総合研究部医学域 教授
医学博士

山縣 然太朗さん

　子どもたちが自分の持っている力を十二分に発揮
して、健やかに育ち、成長していくことはみんなの
願いです。今回から 3回のシリーズで、甲州市教育
委員会と共に小学生、中学生の健康調査（＊甲州市
思春期調査）でわかったこと、子どもたちの健やか
な成長のために何ができるのかについて解説します。
　第 1回は生活習慣を取り上げます。食、運動、休
養といった生活習慣は健康増進の基盤であり、生活
リズムを作ります。

朝食欠食は 12.3％
中学生、男子の欠食が多い

　朝食は１日の活動の源ですが、１週間で１日でも
朝食を抜くことがある児童生徒は１２. ３％（小学生
１１. ２%、中学生１３. ６％）で、全国調査と同程度
です。学年が上がるにしたがってその割合は高くなり、
男子が女子よりも高くなっています。朝食欠食の理由
は起床時刻が遅いことや心の健康との関連もあります。

小学生の平均睡眠時間は８. ５時間
中学生は７. ７時間

　就寝時刻の平均は小学 4年生から６年生で２１時
５０分、中学生２２時５０分、起床時刻は小学生６時
３２分、中学生６時３８分です。
　睡眠時間は小学生の平均が８時間３０分、中学生は
７時間４２分です。全国調査では１０歳から１４歳の
就寝時刻の平均は小学生で２１時５７分、中学生で
２２時５５分となっており、ほとんど全国平均と同じ
と言えます。
　睡眠時刻も全国とほぼ同程度です。小学生で２３時
以降に就寝する方は９. ０％、中学生で深夜１２時以降
に就寝する方は１８. ８％でした。

◆甲州市思春期調査に関するお問い合わせ先
　甲州市教育委員会　教育総務課
　☎３２- １４１２

思春期の生活習慣は将来の生活習慣病

学業成績にも影響

　生活習慣病の名前があるように、生活習慣は高血
圧や糖尿病などの発症に大きな影響があります。大
人になって生活習慣を改善することはとても難しい
ことです。小児期から健康的な生活習慣を身に付け
ることが大切です。また、朝食をとることなど、よ
い生活習慣が成績にもよい影響を及ぼすことが報告
されています。
　子どもたちの健康を守るために、まずは、子ども
たちの健康状態やそれに影響を与える生活習慣を把
握することが大切です。
　学校で取り組んでいる「早寝、早起き、朝ごはん」
の推進に家庭、地域、学校が一体となって取り組む
ことが大切です。
　家庭の役割が大きいことは言うまでもありません
が、子どもの置かれている状況に応じた個別の支援
をするためにも、学校保健委員会や食生活改善推委
員などの活動は重要な役割を担います。

＊調査は甲州市内の小学 4年生から中学 3年生（約
　２０００名）に、心の健康と生活習慣に関する
　自記式調査で平均９８％の回収率です。

全国に比べてよく運動しているが
個人差が大きい

　運動習慣については、体育以外で体を動かしている
割合は小学生が９２. ２％、中学生は８６. ８％であ
り、その運動時間は小学生で週に平均８. ６時間（男子
１０. ３時間、女子６. ８時間）、中学生は１４. ７時間（男
子１５. ０％、女子１４. ４％）と男子の方が多く運動
をしています。運動時間が６０分未満の方は小学生で
１２. ０％、中学生で１８. ３％となっており、全国調
査よりもよい傾向にあります。一方で、個人差が大きく、
小学生では平均以下が３分の２おり、中学生では運動
をする生徒としない生徒の二極化が見られます。
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ひな飾りと

　　 桃の花まつり
第13回甲州市えんざん桃源郷

重
要
文
化
財

旧
高
野
家
住
宅
「
甘
草
屋
敷
」

■
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

■
入
館
料

　
大
人　
　
　
３
０
０
円

　
小
人　
　
　
２
０
０
円

※
20
名
以
上
の
団
体
割
引
き
有
り

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甘
草
屋
敷　
☎
33
‐
５
９
１
０

恵
林
寺「
武
田
信
玄
公
宝
物
館
」

■
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

■
入
館
料

　
大
人　
　
　
５
０
０
円

　
小
人　
　
　
１
０
０
円

※
20
名
以
上
の
団
体
割
引
き
有
り

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
武
田
信
玄
公
宝
物
館

　
☎
33
‐
４
５
６
０

近
代
産
業
遺
産
「
宮
光
園
」

■
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

■
入
館
料

　
大
人　
　
　
２
０
０
円

　
小
人　
　
　
１
０
０
円

※
20
名
以
上
の
団
体
割
引
き
有
り

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
宮
光
園　
☎
44
‐
０
４
４
４

ひ
な
飾
り
展
示
会
場

2015.2.11 － 4.18
甲州市の春イベント
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■主　催　甲州市・甲州市教育委員会・甲州市観光協会
　　　　　甲州市商工会
■協　力　甲州市観光ボランティアガイドの会
◆お問い合わせ先　観光交流課　交流イベント担当
　　　　　　　　　☎３２ ‐ ２１１１（内２９５・２９６）

その他の展示会場
＊ドライブイン「信玄館」　☎３３ ‐ ３５５５
　時　間　午前８時３０分～午後５時（無休）
　入館料　無　料
＊ハーブ庭園旅日記　　　  ☎４４ ‐ ３７１５
　時　間　午前９時～午後５時３０分（無休）
　入館料　無　料
＊大菩薩の湯　　　　　　  ☎３２ ‐ ４１２６
＊道の駅「甲斐大和」　　　 ☎４８ ‐ ２５７１
＊ JR 東日本「塩山駅」　
＊ JR 東日本「勝沼ぶどう郷駅」
＊勝沼ぶどうの丘　　　　  ☎４４ ‐ ２１１１
＊旧田中銀行博物館　　　  ☎４４ ‐ ３７５５
◎展示内容は予告なく変更となる場合があります。

Information
４／　４（土）　第 44 回信玄公祭り 甲州軍団出陣
４／１２（日）　信玄公忌（恵林寺）
４／１８（土）　秋葉神社例祭（向嶽寺）

ある～く こうしゅう　春のスタンプラリー
３／２１（土）～４／１８日（土）

つるし飾りづくり無料体験教室
■場　所
　甘草屋敷内「特設会場」
■日　時
　３月中の毎週土曜日
　午前１０時～午後３時

甘草屋敷特産品販売所　☎３３ ‐ ５９１７
　 期間中は、特産品を販売。地元産の味噌おでんや甘酒が

おすすめです♪

体験教室では干支
「ひつじ」を作り
ます。
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国
保
医
療
費
の
約
７
割
は
生
活
習
慣
病
関
連
の
医
療
費
と
し
て

使
わ
れ
て
お
り
、
生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
、
重
症
化
予
防
は
市

国
保
の
重
要
な
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

生
活
習
慣
病
の
出
現
は
、
30
代
か
ら

始
ま
り
、
50
代
で
は
５
人
に
１
人
が

生
活
習
慣
病
で
治
療
す
る
ま
で
に
増

加
し
て
い
ま
す
。

　
生
活
習
慣
病
は
、
偏
っ
た
食
生
活
、
運
動

不
足
、
ス
ト
レ
ス
、
喫
煙
な
ど
、
日
々
の
好

ま
し
く
な
い
生
活
習
慣
の
積
み
重
ね
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
、
30
～
40
代
の
偏

っ
た
生
活
習
慣
の
積
み
重
ね
が
50
代
で
発
病

と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

健
康
づ
く
り
の
第
一
歩
は

特
定
健
診
の
受
診
か
ら

　
甲
州
市
国
保
で
は
、
20
歳
以
上
の
方
を
対

象
に
生
活
習
慣
病
に
着
目
し
た
「
特
定
健
診

（
基
本
健
診
）」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
生
活

習
慣
病
は
自
覚
症
状
が
出
な
い
ま
ま
進
行
す

る
た
め
、
早
期
発
見
に
は
健
診
受
診
が
重
要

で
す
。

　
昨
年
健
診
受
診
者
で
、
生
活
習
慣
病
の
治

療
を
し
て
い
な
い
方
２
，
２
４
９
名
の
う
ち
、

生
活
習
慣
病
の
芽
が
出
て
い
る
こ
と
が
発
見

さ
れ
た
方
は
１
，２
６
１
名
（
56
％
）
で
し
た
。

生活習慣
病の芽が
出ていた方

1,261人

　異常が
なかった方

　988人

生活習慣病未治療者の健診結果

新
年
だ
か
ら
始
め
よ
う
！

生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
健
康
づ
く
り
！

甲
州
市
国
保
の
１
年
間
の
医
療
費
は
約
30
億
円

生活習慣病を予防するための健康づくり
毎日朝食をおいしく食べよう！
　年末年始で、生活リズムが狂っていませんか？三が日
が終わったら、少しずつ生活リズムを戻しましょう。戻
すときに注目して欲しいのが、「朝食をおいしく食べるた
めに生活を整える」ということ。朝食には夜型になって
いた体内時計を、朝型にリセットしてくれる効果があり
ます。また、朝のエネルギー補給で脳が活性化し体が目
覚め、午前中の仕事や勉強で集中力が高まり成果につな
がります。
　朝食をおいしく食べるために「夜食を控える」「朝食を
食べる時間を確保するために 10分早起きをする」など
取り組みを始めてみませんか。「朝食をおいしく食べるた
めに」を目的に生活を整えると、自然と規則正しい生活
につながります。

健康のために何かを始めたい。そんな時は「国保
健康相談」をご利用ください。
　健康状態を確認し、生活リズムを伺いながら、あなた
に合った生活改善方法を一緒に見つけ、サポートさせて
いただきます。健診結果がある方はご持参ください。ま
ずは、電話または電子メールでご連絡ください。
　kenkousoudan@city.koshu.yamanashi.jp

保健師コラム
◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
年
金
課　
保
健
事
業
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
１
５
）
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■参加資格　市民もしくは市内在勤の方
■実施時期　※申込期限　１月２０日（火）
○チャレンジ月間
　１月 １日（木）～１月31日（土）
○チャレンジウィーク
　１月12日（月）～１月18日（日）
※�チャレンジウィークが都合がわるい場合は、１月
中（チャレンジ月間中）に連続した１週間を決め、
歩いてください。
■実施方法
①�１週間の間、プラス１, ０００歩、またはプラス
１０分歩いてください。
②�１０分多く歩けたら記録表に○（まる）を記載し
てださい。
③�歩数計がある方は普段の歩数を計り、それより 1
日１，０００歩多く歩けた方は、○（まる）と歩数
を記載してください。
※歩数計がない方は貸し出します。
④�多く歩くために工夫された内容があれば記載して
ください。
⑤終了後は必ず記録表の提出をお願いします。
＊�歩数記録表を提出された方に、参加賞を差し上げ
ます。

■申込方法
　�電話、またはＦＡＸにて氏名、住所、連絡先、参
加人数をお申し込みください。
※チームの場合は代表者のみのお申し込みで可。
※�ＦＡＸは任意の用紙に記載でお申し込み可。
※ホームページからもお申し込みできます。
　URL
　http://www.city.koshu.yamanashi.jp
※�記録表はホームページからもダウンロードできます。
■申し込み先
　健康増進課　医療対策室　健康企画医療担当
　☎３２－５０１４　３２‐３０７２
　勝沼支所　市民福祉担当　☎４４‐１１１１　
　大和支所　市民福祉担当　☎４８‐２１１１
☆チャレンジ成功の秘訣
・�最初から頑張りすぎず、徐々に歩数を増やし、怪
我を防ぎましょう。
・�冬の寒い日は、暖かい時間帯を選んで歩きましょう。
～�チャレンジで活動的な生活を心がけ、病気の予防
につなげましょう～
◆お問い合わせ先
　健康増進課　医療対策室　健康企画・医療担当
　☎３２‐５０１４　３２‐３０７２

いよいよスタート、チャレンジ月間！！
～チャレンジプラス 1,000 歩参加者募集中！～

今年から、１月をチャレンジ月間とし、１月１２日～１月１８日までをチャレンジウィークとしました !!
今よりもプラス１０分、プラス１０００歩多く歩いて、その効果を実感してみませんか！？
　①�まずは、１週間意識することで「歩くきっかけづくり」になります。
　②�日々の生活でまめに動くことを意識するため、無理なく「継続」できます。
　③�今より１０分多く歩くことを続けることで、「メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防」に
　　つながります。

■生活習慣病予防のための健診内容
◎基本健康診査（特定健康診査）
　�問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、医
師の診察（＊がん検診は行いません。）

■対象者・自己負担金
●２０～３９歳の方
・市国民健康保険加入の方　無　料
・�市国保以外の医療保険加入で職場等で受診の機会の
ない方　１，０００円
●４０～７４歳の方
・市国民健康保険加入の方　無　料
・�市国保以外の医療保険加入の被扶養者の方で、「特
定健診受診券」をお持ちの方。自己負担金は医療保
険ごとに違います。
※加入者本人（被保険者）は受診できません。
●７５歳以上の方
　どなたでも受診していただけます。　無　料
※�今年度、市総合健診・国保人間ドック健診・国保個
別医療機関健診を受けていない方が対象です。

■実施場所・日時
◎１月２０日（火）　甲州市民文化会館
◎１月２６日（月）　勝沼市民会館
◎１月２８日（水）　甲州市民文化会館
■受付時間　午前８時３０分～１０時３０分
■持ち物
　�自己負担金、医療保険証、４０～７４歳の方は特定
健診受診券
■注意事項
・�受診前日の夕食は午後９時までにすませ、当日は飲
食をしないで受診してください。
・�高血圧や心臓の薬を服用されている方は、当日は少
量の水で服用してきてください。

◆お問い合わせ先
　健康増進課　医療対策室　健康企画・医療担当
　☎３２－５０１４
　国保年金課　保健事業担当
　☎３２－２１１１（内１１５）

健康診断をまだ受けていない方へ　追加健診のお知らせ
　高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病は、症状がないまま進行します。毎年健診を受けることで、
体の変化に早めに気づき予防することも可能です。年に一度の健診で、健康管理を始めましょう。
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生涯学習カルチャーバンクへの登録を希望する方は、お問い合わせください。
◆お問い合わせ先
　甲州市教育委員会　生涯学習課　社会教育担当
　〒４０４ ‐ ８５０１　甲州市塩山上於曽１０８５番地１
　☎３２ ‐ ５０９７　３２ ‐ ５１７２

　生涯学習の推進及び市民の学習活動を推進するため地域の
優れた人材を指導者としてカルチャーバンクに登録、市民か
らの要望により指導者を紹介し、学習する機会を提供します。

　生涯学習カルチャーバンクへの登録を希望する方は、甲州
市役所�２階�生涯学習課、または各公民館等に備え付けてあり
ます「甲州市生涯学習カルチャーバンク登録申請書」に必要
事項を記入し、下記までご提出ください。（登録は１８歳以上
の個人・団体どちらでも可能です。）

カルチャーバンクとは

カルチャーバンクに
登録する時は

１ 地域の文化、
歴史関係

文化財、古文書、歴史、地理、民俗、
習慣　その他

２ スポーツ関係 ダンス、ヨガ、レジャー　その他

３ 文化、教養関
係

茶道、華道、書道、朗読、短歌、
俳句、詩吟、写経　その他

４ 芸術関係 音楽、写真、陶芸、絵画　その他

５ 趣味、くらし
関係

料理、手芸、編み物、フラワーアレ
ンジメント、押し花、作法、絵手紙
その他

６ 国際・ボラン
ティア関係

語学、国際協力、ボランティア　
その他

７ その他生涯学習関係

に登録しませんか。
　甲州市では、生涯学習の充実を図るため、「いつでも　どこでも　だれでも」楽しく有意義な学
習ができるように、甲州市生涯学習カルチャーバンクに登録していただき、いろいろな学びの場で
活躍していただける方を広く募集いたします。

生涯学習カルチャーバンク

①�生涯学習カルチャーバンク
に登録する

②�利用者からの問い合わせに
応じ、生涯学習課より登録
した指導者を紹介

③�利用者と指導者で事前打ち
合わせ

学習スタート！！

Culture 
甲州市生涯学習
カルチャーバンク

B A N K

■�カルチャーバンク登録ジャンル一覧
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まちの話題を　お届けします甲州市ニュース甲州市ニュース

川崎市で一之瀬高橋の春駒　初披露！
　１１月２３日、川崎市立日本民家園で塩山一之瀬
高橋地区の伝承芸能“春駒”が初めて披露されまし
た。日本民家園は、急速に消滅しつつある古民家を
永く将来に残すことを目的に、全国から２０数件の
古民家を集めた野外博物館です。
　甲州市では塩山上萩原から広瀬家住宅が移築され
ており、神奈川県の指定文化財です。今回、日本民

仮の道祖神場での春駒 軒先に並ぶころ柿とワインで乾杯する来場者の皆さん

　１２月４日と１２月１２日の両日、甲州市民文化会館
で「身につけましょう！コミュニケーション技法」と題
して、浅川初美さん（山梨放送アナウンサー）を講師に
招き、女子力 UP�講座を開催しました。２０代～５０代
の女性、各日２０名が参加し、言葉のコミュニケーショ
ンの大切さや、発声練習などを学び、参加者からは「コ
ミュニケーションは、いくつになっても難しいテーマ。“聴
く”ということの難しさと大切さ、自分の想いや考えを
上手に美しく“話す・伝える”方法を学ぶことができま
した。」と丁寧に話してくれました。
　なお、３月には第 4 回目としてＷＡＭ��中澤諄子さんを
講師に招き「パーソナルカラーを知って輝くあなたに！」
と題した講座を開催します。

コミュニケーション力UPでさらに女子力UP！

浅川先生に続いて発声練習をする参加者の皆さん

　１２月１４日、まほろばクリスマスコンサート実行委員
会は、第９回まほろばクリスマスコンサートを大和ふるさ
と会館で開催しました。
　コンサートでは、ピアニストの古屋かおりさんによるク
ラシック曲のピアノ演奏やバイオリンとギターのデュオ
「ＮＹＴ」による演奏に、会場に訪れた約２００名の皆さ
んは心地よい音色に聴き入りました。
　会場では甲州市産ワインでの乾杯や軽食なども振る舞わ
れ、ひと足早いクリスマスを多くの方が楽しんでいました。

クリスマスの音色に包まれて

家園の旧所在地交流事業として、春駒のほかカミタ
テという準備作業の実演やころ柿干しの展示を行い
ました。
　春駒保存会・甲州市観光協会からは、「甲州ワイ
ンによる乾杯の推進等普及促進に関する条例」制定
を記念して、御神酒にワインを用意し、３００名を
超える観覧者に振る舞いました。

出演者によるセッションに会場が盛り上がりました
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情
報

information

平
成
27
年
度
市
・
県
民
税
等
の　

申
告
に
つ
い
て

　
所
得
税
の
発
生
し
な
い
方
や
、
同
居
の
家

族
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど
で
、

平
成
26
年
中
に
所
得
の
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

次
の
日
程
で
平
成
27
年
度
市
・
県
民
税
等
の

申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。
確
定
申
告
期
間
は

大
変
込
み
合
い
ま
す
の
で
、
こ
の
期
間
に
申

告
し
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※�

所
得
税
の
発
生
し
な
い
方
と
は
、
所
得
の

合
計
額
が
所
得
税
の
所
得
控
除
の
合
計
額

よ
り
少
な
い
方
で
す
。

【
塩
山
会
場
】

　
市
役
所
本
庁
舎
1
階　
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

○
期
間　
2
月
2
日（
月
）～
2
月
9
日（
月
）

　
※
土･

日
曜
日
は
除
く

【
勝
沼
会
場
】
勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー
2
階

○
期
間　
2
月
9
日（
月
）～
2
月
12
日（
木
）

　
※
祝
日
は
除
く

【
大
和
会
場
】
大
和
公
民
館
1
階

○
期
間　
2
月
10
日（
火
）～
2
月
12
日（
木
）

　
※
祝
日
は
除
く

※�

い
ず
れ
の
会
場
も
受
付
時
間
は
午
前
9
時

～
11
時
30
分
・
午
後
1
時
～
4
時
で
す
。

　

�

申
告
当
日
は
印
鑑
、
平
成
26
年
中
の
所
得

が
わ
か
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
・
収
支
内

訳
書
な
ど
）、
各
種
所
得
控
除
証
明
書
な

ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※�
次
の
よ
う
な
方
は
、
市
・
県
民
税
等
の
申

告
は
不
要
で
す
。

・
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方

・�

給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
勤
務
先
に
お
い

て
年
末
調
整
を
受
け
た
方

・�

公
的
年
金
等
の
所
得
の
み
の
方
で
、
所
得

控
除
（
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
）
を
受
け

よ
う
と
さ
れ
な
い
方

◆
お
問
い
合
わ
せ
先��

　
税
務
課　
市
民
税
担
当�

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
８
４
～
１
８
６
）

山
梨
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
理
士
会
に
よ
る
小
規
模
納
税
者
な
ど
の
た

め
の
無
料
申
告
相
談
の
お
知
ら
せ

■
日　
時

　
2
月
5
日
（
木
）、18
日
（
水
）、20
日
（
金
）

○
午
前
の
部　
午
前
10
時
～
正
午

　
（
受
付　
午
前
11
時
30
分
ま
で
）

○
午
後
の
部　
午
後
1
時
～
4
時

　
（
受
付　
午
後
３
時
30
分
ま
で
）

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
第
１
会
議
室

※�

小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
・
個
人
消
費
税
、
年
金
受
給
者
並

び
に
給
与
所
得
者
の
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
申
告
（
土
地
・
建
物
・
株
式

な
ど
の
譲
渡
所
得
の
あ
る
場
合
を
除
く
）

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

※�

御
利
用
の
際
に
は
、
確
定
申
告
に
必
要
な

書
類
、
計
算
器
具
、
筆
記
具
及
び
印
鑑
な

ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※�

申
告
書
等
を
提
出
す
る
の
み
の
場
合
は
、

直
接
税
務
署
に
提
出
（
郵
送
可
）
し
て
く

だ
さ
い
。

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
『
簡
単
・
安
心
・
便
利
』

に
申
告
書
を
作
成
し
て
み
ま
せ
ん
か
！�

～�

所
得
税
（
復
興
特
別
所
得
税
）、
消
費
税
、

贈
与
税
の
確
定
申
告
書
や
青
色
申
告
決
算

書
な
ど
～

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
の
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金

額
等
を
入
力
す
れ
ば
税
額
な
ど
が
自
動
計
算
さ

れ
る
た
め
、
計
算
誤
り
を
防
止
で
き
、
作
成
し

た
申
告
書
等
は
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
税
務
署

に
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
電
子
証
明
書
付
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
と
電
子
証
明
書
を
読
み
取
る
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
ご
用
意
い
た
だ
き
ま

す
と
、
そ
の
ま
ま
確
定
申
告
書
を
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
で
送
信
で
き
ま
す
。�

★
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー

　
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）

　

https://w
w
w
.keisan.nta.go.jp/

★
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp/

年
金
受
給
者
の
方
の
確
定
申
告
不
要
制
度
に

つ
い
て

　
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
百
万
円
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に

は
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
ま
せ
ん
。

※�

こ
の
場
合
で
も
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

公
的
年
金
以
外
の
所
得
金
額
が
２
０
万
円

以
下
で
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
を

要
し
な
い
場
合
で
も
、
住
民
税
の
申
告
が

必
要
で
す
。

平
成
26
年
分
の
消
費
税
等
の
申
告
及
び
納
税

に
は
ご
注
意

　
消
費
税
（
地
方
消
費
税
を
含
む
）
の
税
率

は
平
成
26
年
４
月
１
日
よ
り
８
％
で
す
。

　
個
人
事
業
者
の
平
成
26
年
分
を
は
じ
め
、

平
成
26
年
４
月
１
日
を
含
む
課
税
期
間
の
消

費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
を
作

成
す
る
た
め
に
は
、
帳
簿
等
に
お
い
て
、
課

税
取
引
を
適
用
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
26
年
分
の
収
入
や
所
得
が
25
年
分

と
変
わ
り
な
く
て
も
、
税
率
引
上
げ
に
よ

り
、
納
税
額
は
大
き
く
増
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
計
画
的
な
納
税
資
金
の
確
保
を
！

�

国
外
財
産
調
書
の
提
出
に
つ
い
て�

　
平
成
26
年
12
月
31
日
に
お
い
て
、
価
額
の

合
計
額
が
５
千
万
円
を
超
え
る
国
外
財
産
を

有
す
る
方
は
、
平
成
27
年
３
月
16
日
（
月
）

ま
で
に
「
国
外
財
産
調
書
」
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�
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●�山梨税務署からのお知らせ�●

確定申告書作成会場のお知らせ

�『夢わーく山梨
　（勤労者福祉センター）』
（旧山梨市役所跡地となり）
■開設期間
　平成27年2月12日（木）～3月20日（金）
　　　　　　※土・日曜、祝日を除く
※�開設期間前および期間中は、税務署に
は申告書の作成会場はありません。

■受付時間
　午前８時３０分�～午後４時
■相談時間
　午前９時～午後５時
※�開設当初や各日の午前中は大変混雑が予
想されます。

■所在地
　山梨市上神内川１３４８
◎�申告書提出のみの方も、作成会場及び駐車場を
御利用ください。
◎�申告書作成会場には、納税窓口がありません。
金融機関等を御利用ください。
◎�納税証明書が必要な場合は、確定申告書を提出
する前に職員にお申し出ください。

◆お問い合わせ先
　山梨税務署　個人課税第１部門
　☎２２‐１４１１（内３１・３２）

国
道
１
４
０
号（
雁
坂
み
ち
）

万力大橋

至甲府 山梨市駅

● 山梨
市役所

加納岩 ●
　病院

● 銀行

● コンビニ郵便局 ●

市役所南

申告書
作成会場

会場用
駐車場

（旧跡地）

Ｎ

税務署

夢わーく山梨（勤労者福祉センター）

所得税及び復興特別所得税
贈与税・個人消費税

電
子
証
明
書
の
取
得
は　
　
　
　

お
済
み
で
す
か

　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
た
確
定
申
告
を
お

考
え
の
方
は
、
電
子
証
明
書
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
、
発
行
の
日

か
ら
３
年
間
に
な
り
ま
す
。
ま
た
有
効
期
間

中
で
あ
っ
て
も
、
引
越
し
等
の
手
続
き
で
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
、
効
力
を
失
い
ま
す
。

◎
確
定
申
告
の
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
く
と
窓
口
が
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ

て
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
住
民
記
録
・
戸
籍
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
０
２
～
１
０
５
）

電
子
証
明
書
の
申
請
に
つ
い
て

■
持
ち
物

　

�

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
で
な
い

方
は
電
子
証
明
書
と
同
時
に
申
請
で
き
ま

す
）
官
公
署
発
行
の
写
真
付
本
人
確
認
書

類
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
写
真

付
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）

※�

た
だ
し
、
本
人
確
認
書
類
の
住
所
・
氏
名

は
、
住
民
記
録
上
の
情
報
と
一
致
し
て
い

る
も
の
に
限
り
ま
す
。
住
所
変
更
・
氏
名

変
更
等
の
あ
っ
た
方
は
、
必
ず
裏
書
記
載

な
ど
変
更
の
手
続
き
を
行
っ
た
後
に
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

更
新
時
期
が
近
づ
い
た
方
に
は
、
市
か
ら

通
知
を
送
付
し
ま
す
が
、
更
新
手
続
き
の

際
に
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
パ
ス
ワ

ー
ド
（
数
字
４
桁
）
と
電
子
証
明
書
の
パ

ス
ワ
ー
ド
（
英
数
字
４
～
16
桁
）
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
ご
確
認
の
上
、
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
申
請
場
所

　
市
民
課
（
市
役
所
本
庁
舎
の
み
）

■
受
付
時
間

　
平
日　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

■
手
数
料　
５
０
０
円

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
住
民
記
録
・
戸
籍
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
０
２
～
１
０
５
）

申告書の提出にあたってのご注意

◎確定申告書の提出及び納付期限
　・所得税及び復興特別所得税・贈与税
　　3月16日（月）
　・個人事業者の消費税及び地方消費税
　　3月31日（火）

会場のご案内
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甲
州
市
の
住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち

な
ら
、
住
民
票
・
印
鑑
登
録
証
明

書
は
コ
ン
ビ
二
で
！

　
甲
州
市
の
住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、
全

国
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
及
び
フ

ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
の
店
舗
内
に
設
置
さ
れ
て

い
る
多
機
能
端
末
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
か
ら
住

民
票
の
写
し
と
印
鑑
登
録
証
明
書
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
証
明
書
発
行
手
数
料
は
１
通
２
０
０
円
、

利
用
時
間
は
午
前
６
時
30
分
か
ら
午
後
11
時

ま
で
で
す
。（
※
年
末
年
始
・
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
時
を
除
く
）
甲
州
市
の
住
基
カ
ー
ド
を
お

持
ち
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
こ
の
コ
ン
ビ
二
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
た
め
に
は
、
住
基
カ
ー
ド
が
必
要
で

す
。
住
基
カ
ー
ド
の
申
請
方
法
に
つ
き
ま
し

て
は
、
詳
し
く
は
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
住
民
記
録
・
戸
籍
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
０
２
～
１
０
５
）

印
鑑
証
明
の
登
録
・
取
得
時
は　

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
印
鑑
登
録
証
明
書
を
取
得
す
る
に
は
、
事

前
に
印
鑑
の
登
録
が
必
要
で
す
。

　
登
録
で
き
る
方
は
、
甲
州
市
に
住
民
登
録

し
て
い
る
15
歳
以
上
の
方
（
成
年
被
後
見
人

を
除
く
）
で
す
。

　
印
鑑
登
録
の
手
続
き
は
、
官
公
署
発
行
の

写
真
付
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
等
）
を
本
人
が
持
参
し
て
申
請
し
た

場
合
、
印
鑑
登
録
証
を
即
日
交
付
で
き
ま
す
。

　
そ
れ
以
外
の
本
人
申
請
及
び
代
理
人
申
請

の
場
合
は
、
郵
送
に
よ
る
照
会
書
が
必
要
と

な
り
即
日
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
登
録
者

の
本
人
自
署
に
よ
る
委
任
状
が
必
要
と
な
り

ま
す
。（
条
件
に
よ
り
保
証
人
を
立
て
る
事

で
即
日
交
付
で
き
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
民
課
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）

　
窓
口
で
印
鑑
登
録
証
明
書
の
発
行
を
受
け

る
に
は
、
印
鑑
登
録
時
に
交
付
さ
れ
た
「
印

鑑
登
録
証
」
が
必
要
で
す
。

　
代
理
人
が
証
明
書
を
請
求
す
る
場
合
に
も
、

登
録
者
本
人
の
「
印
鑑
登
録
証
」
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。（
委
任
状
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
住
民
記
録
・
戸
籍
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
０
２
～
１
０
５
）

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の　

経
営
者
の
方
へ

「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
・
個
別
相
談
会

　
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
、
支
援
機
関

や
士
業
の
方
々
を
対
象
に
経
営
者
保
証
な
し

で
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
た
り
、
事
業

が
破
綻
し
て
も
一
定
の
生
活
費
等
を
残
す
こ

と
が
で
き
る
ル
ー
ル
「
経
営
者
保
証
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
２
０
１
４
年
2
月
適

用
開
始
）
に
関
す
る
無
料
の
セ
ミ
ナ
ー
・
個

別
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日　
時　
１
月
29
日
（
木
）
午
後
１
時
～

■
場　
所　
甲
府
商
工
会
議
所

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
経
営
者
保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー

　
事
務
局

　
☎
０
３
‐
５
９
１
３
‐
６
３
８
２

※
受
付
時
間　
平
日
午
前
10
時
～
午
後
５
時

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

keieishahosho@
w
m
.sm
rj.go.jp

「
峡
東
都
市
計
画 

伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
（
甲
州
市
塩
山
下
小
田
原
上
条

地
区
）
決
定
（
案
）」
の
縦
覧
に
つ
い
て

　
現
在
、
甲
州
市
に
お
い
て
「
峡
東
都
市
計

画　
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
甲
州
市

塩
山
下
小
田
原
上
条
地
区
）」
の
都
市
計
画

決
定
に
向
け
て
手
続
き
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、
こ
の
都
市
計
画
決
定
に
関
す
る

案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
次
の
日
程
で
計

画
案
を
縦
覧
し
ま
す
。
ま
た
、
縦
覧
期
間
内

に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
縦
覧
期
間

　
1
月
14
日
（
水
）
～
１
月
28
日
（
水
）

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

■
縦
覧
・
意
見
書
提
出
先

　
〒
４
０
４
‐
８
５
０
１

　
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
１
０
８
５
‐
１

　
甲
州
市
役
所�

本
庁
舎
2
階�

都
市
整
備
課

■
案　
件

　

�「
峡
東
都
市
計
画　

伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
（
甲
州
市
塩
山
下
小
田
原
上
条
地

区
）
決
定
」
に
つ
い
て

■
意
見
書
の
提
出

　

�

縦
覧
期
間
内
に
意
見
の
要
旨
及
び
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
記
載
し
た
書
面
を
縦

覧
場
所
（
都
市
整
備
課
）
へ
持
参
、
ま
た

は
1
月
28
日
（
水
）
午
後
5
時
15
分
ま
で

に
必
着
の
郵
送
で
お
願
い
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
都
市
整
備
課　
計
画
指
導
・
景
観
担
当

　
☎
32
‐
５
０
７
２

テレビショッピング
にご注意
　自宅で手軽に買い物ができるテレビ
ショッピングは、高齢者も多く利用し
ています。映像や音声での臨場感あふ
れる商品紹介で買う気にさせる演出が
見られる一方、重要な事項は表示時間
が短く、わかりにくいことがあります。
　テレビショッピングなど通信販売に
はクーリング・オフの制度はありませ
ん。返品などは事業者の特約に従うこ
とになります。番組からの印象だけに
とらわれず、「商品の使い方」「使用上
の制限」「返品の制度があるかどうか」
「業者の連絡先」などについてもよく確
認しましょう。

◆お問い合わせ先
　市民課　市民生活担当
　☎３２‐５０６８
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さ
れ
て
い
た
遺
族
（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」

や
「
子
」）
が
受
け
取
れ
ま
す
。

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と
「
若
年
者
納
付

猶
予
制
度
」

★
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　

�

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た

め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

　

�

対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校

及
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
で

あ
る
課
程
）、
一
部
の
海
外
大
学
の
日
本

分
校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

★
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

　

�

学
生
で
な
い
30
歳
未
満
の
方
で
、
ご
本
人

及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
る
制
度
で
す
。

○�

詳
し
い
手
続
き
や
相
談
な
ど
は
、
市
役
所

国
保
年
金
課
国
保
・
年
金
担
当
、
ま
た
は

甲
府
年
金
事
務
所
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
年
金
課　
国
保
・
年
金
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
１
３・
１
１
４
）

　
日
本
年
金
機
構　
甲
府
年
金
事
務
所

　
☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
１
４
３
１
（
代
）

新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ　
　
　
　

～
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
や
い
ざ

と
い
う
と
き
の
生
活
を
、
現
役
世
代
み
ん
な

で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組

み
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
若
い
と
き
に
公
的
年
金
に

加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け
る
こ
と
で
、
年

を
と
っ
た
と
き
や
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が

残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ

た
と
き
に
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
で
す
。

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

◎
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

�

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人
が

加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
制
度
で
す
。

　

�

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
、
安

定
し
て
い
ま
す
し
、
年
金
の
給
付
は
生
涯

に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

◎�

老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

�

国
民
年
金
に
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
の
老

齢
年
金
の
ほ
か
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も

あ
り
ま
す
。
障
害
年
金
は
、
病
気
や
事
故

で
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。

ま
た
遺
族
年
金
は
、
加
入
者
が
死
亡
し
た

場
合
、
そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持

水道管の凍結にご注意を
　気温がマイナス４度以下になると、水道管が凍結する恐
れがあります。
　凍結した水道管が破裂すると、大切な水道水を無駄にす
るばかりではなく、水道料金や修理費用が必要以上にかか
ることになりますので、冬季は気象情報に十分注意してい
ただき、自宅の水道管の「凍結防止策」を万全にしましょう。

■凍結を防ぐ方法
◯�散水・手洗い用など屋外にある蛇口の水道管が露出して
いる箇所があれば、凍結防止策をしてください。
◯�市販されている保温カバーの使用や古毛布などを巻いた
上からビニールなどでカバーをする簡単な方法でも効果
があります。
◯�朝方の冷え込みが予想されるときや旅行などで長期間不
在になるときは、水抜き栓（不凍栓）を操作して、水道
管の中の水をあらかじめ抜いておけば凍結を妨げます。
◯�水道管に凍結防止用の電熱線が巻いてあるときは、コン
セントが差し込んであることを確認してください。

■もし凍結してしまったら
◯�凍結した箇所にタオルなどをかけて、その上からぬるま
湯をゆっくりかけてください。
◯�熱湯をかけたり直火を当てたりすると、器具や水道管が
破損する恐れがありますので注意してください。

■水道管が破裂したとき
◯�メーターボックス内にバルブがある場合は、閉めること
で漏水を止めることが出来ます。水を止めた後、甲州市
指定水道工事業者に修理を依頼してください。

■定期的な漏水自己点検を
◯�家庭内の全部の蛇口を完全に締め、水道メーターのパイ
ロットマーク（丸い銀色部分）が少しでも回っていれば
漏水している可能性があります。定期的に点検すること
をお勧めします。
◯�漏水をしている場合は、直ぐに甲州市指定水道工事業者
に修理を依頼してください。

■水道課からのお願い
◯�水道本管の漏水により道路上に流れ出た水が凍結すると
大変危険です。道路での漏水を発見した場合は、水道課
までご連絡をお願いします。

◆お問い合わせ先
　水道課
　☎３２‐２１１１（内１９２）
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耕
作
放
棄
地
の
再
生
、
営
農
を　

支
援
し
ま
す
！

　
近
年
増
加
す
る
耕
作
放
棄
地
を
解
消
し
て

い
く
た
め
、
荒
れ
た
農
地
を
借
り
受
け
て
再

生
し
、
農
地
と
し
て
５
年
以
上
利
用
す
る
場

合
は
、
再
生
作
業
や
土
壌
改
良
、
施
設
整
備

な
ど
に
対
す
る
交
付
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
支
援
を
ご
希
望
の
方
は
、
産
業
振

興
課
農
地
担
当
ま
で
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

◎
耕
作
放
棄
地
再
生
利
用
交
付
金
◎

【
支
援
概
要
】�

　

�

耕
作
放
棄
地
を
再
生
活
用
す
る
借
り
手
に

抜
根
・
整
地
な
ど
に
要
す
る
経
費
の
支
援

を
し
ま
す
。�

【
交
付
金
額
】

①
再
生
利
用
活
動

　
ア　

�

再
生
作
業
（
障
害
物
除
、
深
耕
、
整

地
等
及
び
土
づ
く
り
（
肥
料
、
有
機

質
資
材
の
投
入
等
）
を
一
括
支
援
。

　
・
定
額
支
援
「
5
万
円
／
10
ａ
」

　
・
重
機
を
用
い
て
行
う
作
業
等
の
場
合

「
１
／
２
等
」

　
・�

土
づ
く
り
（
２
年
目
：
必
用
な
場
合
の

み
）「
２
万
５
千
円
／
10
ａ
」

　
・
営
農
定
着
「
２
万
５
千
円
／
10
ａ
」

　
イ　

�

経
営
展
開　
（
経
営
相
談
、
実
証
ほ

場
の
設
置
・
運
営
、
加
工
品
試
作
、

試
験
販
売
等
「
定
額
」�

②
施
設
等
補
完
整
備

　
・
用
排
水
施
設
、
施
設
等
の
整
備

「
１
／
２
等
」

　
・
小
規
模
基
盤
整
備「２

万
５
千
円
／
10
ａ
」

③
再
生
利
用
活
動
附
帯
事
業

　

�

基
金
管
理
事
務
に
加
え
、
農
地
利
用
調
整

等
の
再
生
利
用
に
附
帯
す
る
諸
活
動
を
対

象
と
し
て
支
援
「
定
額
」

◇�

戦
略
作
物
等
を
栽
培
す
る
場
合
は
、
土
地

所
有
者
に
よ
る
再
生
作
業
及
び
農
用
地
区

域
外
に
お
け
る
取
組
に
つ
い
て
も
支
援
対

象
と
す
る
。

■
対
象
者　
　

�

耕
作
放
棄
地
を
取
得
又
は
貸

借
さ
れ
る
農
業
者
・
法
人

■
対
象
農
地　

�

甲
州
市
内
に
所
在
す
る
農
振

農
用
地
で
あ
る
こ
と

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課　
農
地
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
２

甲
州
市
農
機
具
等
登
録
制
度　

【
農
機
具
バ
ン
ク
】
が
ス
タ
ー
ト
！

　
不
要
と
な
っ
た
農
機
具
等
の
有
効
活
用
を

通
し
て
農
業
者
の
皆
さ
ん
を
支
援
す
る
農
機

具
等
登
録
制
度
「
農
機
具
バ
ン
ク
」
が
ス
タ

ー
ト
し
ま
し
た
。
ま
だ
使
え
る
が
い
ら
な
く

な
っ
た
農
機
具
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
農

機
具
バ
ン
ク
へ
の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
産
業
振
興
課
、
Ｊ
Ａ
フ
ル
ー

ツ
山
梨
営
農
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
も

紹
介
し
て
い
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課　
果
樹
農
林
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
２

■日程、内容及び場所
第１回　講義　歴史について
　　　　１月21日（水）　午後１時３０分～
　　　　場所　市役所本庁舎�３階�第３委員会室
第２回　講義　フルーツについて
　　　　１月28日（水）　午後１時３０分～
　　　　場所　市役所本庁舎�地下�第２会議室
第３回　現地研修①
　　　　甲州市の史跡、文化財について
　　　　２月５日（木）　午後１時３０分～
　　　　集合場所　市役所本庁舎�東側駐車場
第４回　現地研修②
　　　　甲州市の史跡、文化財について
　　　　２月19日（木）　午後１時３０分～
　　　　集合場所　市役所本庁舎�東側駐車場
第５回　講義　ワインについて
　　　　２月26日（木）　午後１時３０分～
　　　　場所　市役所本庁舎�２階�第２会議室
第６回　講義　ボランティアガイドとは
　　　　３月５日（木）　午後１時３０分～
　　　　場所　市役所本庁舎�地下�第２会議室

■定員　１０名まで
■対象者　（次の項目すべてに該当する方）
　�甲州市民の方で講座をすべて受講でき、講座を
受講後は甲州市観光ボランティアガイドとして
活動できる方
■申込方法
　�甲州市役所案内窓口、または観光交流課にある
「甲州市観光ボランティアガイド養成講座受講申
込書」に必要事項を記入し、甲州市役所観光交
流課までご持参ください。
■締切日　１月16日（金）まで

◆申し込み・お問い合わせ先
　観光交流課　企画・宣伝担当
　〒４０４－８５０１
　甲州市塩山上於曽１０８５－１
　☎３２‐２１１１（内２９２）
　３２‐５１７４

　市では、四季を通じて訪れる観光客に、市内
の観光スポット、名所、名跡、歴史文化、果物、
自然などの説明をしていただける観光ボラン
ティアガイドを養成する講座を開催します。

甲州市観光ボランティアガイド
養成講座参加者募集
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平成２７・２８年度　甲州市
競争入札参加資格審査申請に
ついて

　甲州市が平成２７・２８年度において実施する
各種入札への参加資格審査申請を次のとおり受け
付けします。

■受付期間
　１月21日（水）～２月20日（金）
　午前９時～午後５時
　（持参・郵送可）
＊土・日・祝祭日は除く
■受付区分
　①建設工事
　②測量・建設コンサルタント
　③役務提供・物品製造等
■その他
　�要項及び様式は市ホームページからダウンロー
ド、または管財課契約担当窓口（本庁２階）で
受領してください。
◆お問い合わせ先
　管財課　契約担当
　☎３２‐５０６０

　甲州市では、山梨県総合県税事務所と合同で、市
税の滞納者から差し押さえた不動産の公売を実施し
ます。公売物件の購入を希望される場合は、入札へ
の参加が必要になります。公売物件の概要や入札手
続きに等については、甲州市役所収納課までお問い
合わせください。
■公売日時
　入札時間：２月５日（木）
　　　　　　午後１時３０分～２時まで
　開札時間：２月５日（木）
　　　　　　午後２時０１分～
■公売会場　山梨県笛吹市石和町広瀬７８５番地
　　　　　　山梨県東八代合同庁舎３階大会議室
■公売物件
　所　在：甲州市塩山上於曽字山腰２９番１
　　　　　及び３１番
　地　目：雑種地
　地　積：合計１，１６８㎡
　見積価格：１７，１５０，０００円
　公売保証金：１，７１５，０００円

■その他
・�公売に参加するためには、当日に公売保証金の納
付が必要です。公売保証金を納付した後でなけれ
ば、入札できません。
・�入札に際しては、あらかじめ公売物件の現況等を
ご確認いただき、市役所収納課に備え付けの関係
公簿を閲覧したうえで入札してください。
・�ご不明な点、及び入札日に必要な書類等について
は、甲州市役所収納課までお問い合わせください。
◆お問い合わせ先
　甲州市役所　収納課
　☎３２‐２１１１（内１７２）

公売日は平成２７年２月５日（木）です。

平成２６年度　第４回合同不動産公売のお知らせ

「
都
市
の
農
村
交
流
・
ワ
ー
キ
ン

グ
ホ
リ
デ
ー
セ
ミ
ナ
ー
」
開
催

　
甲
州
市
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
会
で

は
、「
農
村
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
セ
ミ
ナ

ー
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
農
村
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
と
は
、
農
業

に
関
心
が
あ
る
人
や
農
業
に
取
り
組
ん
で
み

た
い
人
と
、
農
繁
期
の
手
助
け
を
必
要
と
し

て
い
る
農
家
を
結
び
つ
け
る
援
農
制
度
で
す
。

数
日
間
、
農
家
と
寝
食
を
共
に
し
て
、
農
作

業
の
お
手
伝
い
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
援
農

は
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
が
、
食
事
と
宿

泊
は
農
家
が
提
供
す
る
仕
組
み
で
す
。

　
昨
年
の
9
月
に
は
、
山
梨
英
和
大
学
と
連

携
し
て
農
村
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
の
実
践

研
究
を
行
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
成
果
の
発

表
も
含
め
た
セ
ミ
ナ
ー
と
な
り
ま
す
。

　
皆
様
の
ご
参
加
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

■
日　
時　

２
月
13
日
（
金
）

　
　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
～

■
場　
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　

２
階
会
議
室

■
内　
容　

・
第
１
部
【
基
調
講
演
】

　
東
京
農
業
大
学　
鈴
村
源
太
郎
准
教
授

　
演
題　

�「
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
が
結
ぶ

都
市
と
甲
州
市
」

・
第
２
部
【
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
】

　
�

プ
レ
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
参
加
者
が
意

見
発
表
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課　
果
樹
農
林
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
２　
　

公
売
物
件
の
現
地
写
真
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麻
し
ん
風
し
ん
予
防
接
種
（
Ｍ
Ｒ

ワ
ク
チ
ン
）
は
も
う
お
済
み
で
す

か
？

　
風
し
ん
は
、
妊
娠
初
期
の
女
性
が
感
染
す

る
と
生
ま
れ
て
き
た
赤
ち
ゃ
ん
に
難
聴
、
白

内
障
、
心
臓
病
な
ど
を
主
症
状
と
す
る
先
天

性
風
し
ん
症
候
群
と
い
う
病
気
に
か
か
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
感
染
症
で
す
。
ま
た
、

麻
し
ん
（
は
し
か
）
も
感
染
力
が
強
く
重
症

化
す
る
と
命
に
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

麻
し
ん
風
し
ん
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
予

防
接
種
が
有
効
で
す
。

　
次
の
定
期
予
防
接
種
対
象
の
年
齢
の
お
子

さ
ん
は
公
費
（
無
料
）
で
接
種
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
大
人
の
方
も
昨
年
度
に

引
き
続
き
、
次
の
対
象
に
当
て
は
ま
る
方
は
、

接
種
費
用
の
１
／
２
を
５
，
０
０
０
円
を
上

限
に
費
用
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
社
会
全
体
で
麻
し
ん
風
し
ん
を
予
防
す
る

た
め
に
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
予
防
が
大
切

に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
予
防
接
種

を
お
勧
め
し
ま
す
。

■
子
ど
も
の
予
防
接
種
対
象
者

○
１
期　
生
後
12
ヵ
月
～
生
後
24
ヵ
月
未
満

○
２
期　

�

５
歳
以
上
７
歳
未
満
で
小
学
校
入

学
前
の
１
年
間
（
年
長
組
に
あ
た

る
年
の
４
月
１
日
～
３
月
31
日
）

■
子
ど
も
の
予
診
票
に
つ
い
て

　

�

予
診
票
は
１
期
・
２
期
に
つ
い
て
は
、
出

生
時
に
お
渡
し
し
た
予
診
票
つ
づ
り
の
中

に
あ
り
ま
す
。
も
し
も
、
紛
失
等
で
見
つ

か
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
再
発
行
を
し
ま

す
の
で
、
母
子
手
帳
を
お
持
ち
に
な
っ
て
、

健
康
増
進
課
又
は
、
勝
沼
・
大
和
支
所
市

民
福
祉
担
当
の
窓
口
ま
で
お
手
数
で
す
が

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■�

大
人
の
風
し
ん
予
防
接
種
費
用
助
成
対
象
者

①�

原
則
20
歳
以
上
で
妊
娠
を
希
望
又
は
予
定

し
て
い
る
女
性
（
未
婚
の
女
性
も
対
象
に

な
り
ま
す
）

②�

妊
娠
中
ま
た
は
、
妊
娠
を
希
望
、
予
定
し

て
い
る
女
性
の
夫

※�

た
だ
し
、
麻
し
ん
風
し
ん
予
防
接
種
（
Ｍ

Ｒ
）
４
期
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
方
、
風

し
ん
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
方
、
風
し

ん
の
抗
体
価
が
高
い
方
、
費
用
助
成
を
既

に
受
け
た
こ
と
が
あ
る
方
は
対
象
外
に
な

り
ま
す
。（
費
用
助
成
期
間
は
平
成
27
年

３
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
増
進
課　
医
療
対
策
室

　
健
康
企
画
・
医
療
担
当　

　
☎
32
‐
５
０
１
４

小
児
救
急
電
話
相
談 
＃
８
０
０
０

相
談
時
間
延
長
の
お
知
ら
せ

　
県
で
は
、
夜
間
・
休
日
の
子
ど
も
の
急
な

発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
ひ
き
つ
け
な
ど
の
症

状
に
対
し
、
ど
う
対
処
し
た
ら
よ
い
か
、
病

院
受
診
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
な
ど
判
断
に

困
っ
た
時
、
小
児
科
専
門
の
看
護
師
に
電
話

相
談
で
き
る
「
小
児
救
急
電
話
相
談　
＃
８

０
０
０
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、
相
談

時
間
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

■
利
用
時
間

　
平　
日　
午
後
７
時
～
翌
朝
７
時

　
土
曜
日　
午
後
３
時
～
翌
朝
７
時

　
日
曜
日
（
祝
日
）�

午
前
９
時
～
翌
朝
７
時

■
電
話
番
号

○�

携
帯
電
話
、
プ
ッ
シ
ュ
回
線
か
ら
か
け
る

場
合

　
＃
８
０
０
０

○
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
か
ら
か
け
る
場
合

　
☎
０
５
５
‐
２
２
６
‐
３
３
６
９

■
相
談
内
容

　

�

子
ど
も
の
急
な
病
気
に
関
す
る
相
談
（
発

熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
ひ
き
つ
け
な
ど
）

※�

慢
性
疾
患
や
育
児
相
談
な
ど
、
急
を
要
し

な
い
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※�

電
話
に
よ
る
診
断
、
治
療
は
で
き
ま
せ
ん
。

あ
く
ま
で
も
助
言
で
す
。

※�

電
話
が
混
み
合
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
簡
潔
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

話
し
中
の
場
合
は
、
恐
れ
入
れ
ま
す
が
、

少
し
時
間
を
お
い
て
か
ら
、
か
け
直
し
て

く
だ
さ
い
。

※�

明
ら
か
に
救
急
を
要
す
る
急
病
の
場
合
は
、

医
療
機
関
ま
た
は
１
１
９
番
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。　

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
梨
県　
福
祉
保
健
部

　
医
務
課　
医
療
整
備
担
当

　
☎
０
５
５
‐
２
２
３
‐
１
４
８
３

フ
ァ
ミ
リ
ー･

サ
ポ
ー
ト･

セ
ン

タ
ー
協
力
会
員
養
成
講
習
会

　
安
心
し
て
活
動
が
出
来
る
よ
う
、
次
の
と

お
り
、
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。
協
力
会
員

と
し
て�

ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
の
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
日　
時　

２
月
23
日
（
月
）・
24
日
（
火
）

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
第
1
会
議
室

■
参
加
費　
無　
料

■
内　
容　

◎
２
月
23
日
（
月
）
開
会　
午
前
９
時
～

・
午
前
９
時
30
分
～　

　

�「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

の
活
動
に
つ
い
て
」

・
午
前
10
時
～

　

�「
子
ど
も
の
健
康
管
理
と
病
気
時
の
世

話
」

　
講
師　
萩
原　
静
子　
氏

　
　
　
　
（
甲
州
市　
保
健
師
）

・
午
後
１
時
30
分
～

　

�「
手
遊
び
と
絵
本
の
選
び
方
・
読
み
聞
か

せ
方
」（
実
技
）

　
講
師　
図
書
館
司
書

　
　
　
　
（
甲
州
市　
生
涯
学
習
課
）

◎
２
月
24
日
（
火
）

・
午
前
10
時
～

　

�「
子
ど
も
の
心
の
発
達
過
程
～
地
域
で
支

え
る
子
育
て
～
」

　
講
師　
川
邉　
修
作　
先
生

　
　
　
　
（
認
定
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

・
午
後
１
時
～

　
「
救
急
講
習
」（
実
技
）

　
講
師　
東
山
梨
消
防
本
部

■
持
ち
物

　
筆
記
用
具
・
運
動
の
で
き
る
服
装

※
実
技
も
あ
り
ま
す
。

※�

昼
食
は
、
各
自
で
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
子
育
て
支
援
課　
児
童
福
祉
担
当

　
☎
32
‐
５
０
８
１
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■
講　
師

　

�

峡
東
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
広
域
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員

■
参
加
費　
無　
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　

�

峡
東
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
広
域
支

援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
５
‐
２
６
２
‐
８
１
８
１

地
域
リ
ハ
ビ
リ
研
修
会

　
峡
東
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
広
域
支

援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
リ
ハ
ビ
リ
に
関
す
る
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
研
修
会
を
開

催
し
ま
す
。
介
護
の
現
場
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
広
く
市
民
の
皆

様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
日　
時　
１
月
15
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
後
６
時
（
受
付
）

　
　
　
　
　
午
後
６
時
30
分
～
８
時

■
場　
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館�

３
階�

第
２
研
修
室

■
内　
容

　

�「
ケ
ア
の
中
で
出
来
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
～
対
人
援
助
技
術　
編
～
」

◇高齢者インフルエンザ予防接種
■助成対象者
・�甲州市に住民登録をされている 65歳以上でイ
ンフルエンザの予防接種を希望される方。
・�甲州市に住民登録をされている 60 歳から 65
歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の
身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害
のある方、及び、ヒト免疫不全ウイルスにより、
免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の
障害がある方で、インフルエンザの予防接種を
希望される方。
■助成期間　
　平成 27年１月31日（土）まで
■公費助成額
　１人につき１回　２，０００円
　（１回限り）
※�生活保護受給者は費用免除で受けることができ
ますが、市福祉課（福祉事務所で発行する「被
保護証明」を医療機関に提出必要があります
ので、必ず事前に証明書発行の手続きを済ませ、
持参してください。
■予診票
　�予診票は、各医療機関及び市役所健康増進課（窓
口２‐２）、または勝沼・大和支所にあります。
※�実費で接種した場合には、接種後領収書を市に
持参されても接種費用の返還はいたしませんの
でご注意ください。

◇子どもインフルエンザ予防接種
■助成対象者
　１歳から小学校６年生のお子さん。
※�対象者の方には、個別通知を郵送してあります。
■助成期間
　平成 27年１月31日（土）まで
■公費助成額
　１人につき１回　１，５００円
　（１回限り）
※�転入されたお子さんで、これからの接種を予定
している場合は、お早めに健康増進課へお問い
合わせください。
※�実費で接種した場合には、接種後領収書を市に
持参されても接種費用の返還はいたしませんの
でご注意ください。

インフルエンザ予防接種

◆お問い合わせ先
　健康増進課　医療対策室
　健康企画・医療担当
　☎３２‐５０１４

インフルエンザ
予防対策はできていますか！

インフルエンザの流行が、昨年よりも早い時期で広
がっています。予防対策を万全にしてください。イ
ンフルエンザにかからないようにするには、次の予
防が大切です。

＊うがい、手洗いを習慣化しましょう。
＊ バランスの良い食事をとり、睡眠を

しっかりしましょう
＊せきエチケットを守りましょう。

※ せきエチケットって？せきやくしゃ
みをする時は、ティッシュなどで口
と鼻を覆いましょう。

＊適度な湿度を保つよ
　うにしましょう。
＊ 人混みや繁華街への

外出時にはマスクを
着用し、不要不急な
外出を控えましょう。
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平
成
27
年
４
月
か
ら
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用

を
希
望
す
る
ご
家
庭
は
、
次
に
よ
り
申
し
込

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
児
童

　
市
内
小
学
校
に
在
校
し
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
児
童

①�

保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い

な
い
場
合

②�

保
護
者
が
疾
病
ま
た
は
心
身
の
障
害
に
よ

り
保
育
が
困
難
で
あ
る
場
合

③�

保
護
者
が
介
護
等
に
よ
り
保
育
が
困
難
で

あ
る
場
合

※�

そ
の
他
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

　
１
月
13
日
（
火
）
～
２
月
10
日
（
火
）

■
申
込
方
法

　

�「
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
申
込
書
」
は
、
各
児

童
ク
ラ
ブ
、
本
庁
子
育
て
支
援
課
、
勝
沼

支
所
・
大
和
支
所
市
民
福
祉
担
当
に
用
意

し
て
あ
り
ま
す
。
就
労
証
明
書
等
関
係
書

類
を
添
え
て
、
期
日
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
免
除
や
減
免
等
に
該
当

す
る
方
は
他
に
必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す

の
で
申
し
込
み
の
際
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
そ
の
他

・�

月
の
中
途
の
利
用
開
始
、
終
了
で
あ
っ
て

も�

１
月
分
の
利
用
料
と
な
り
ま
す
。

・�

生
活
保
護
世
帯
、
ひ
と
り
親
世
帯
で
前
年

度
市
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
場
合
、
申
請

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
利
用
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

・�

１
世
帯
で
同
時
に
２
人
以
上
の
児
童
が

利
用
す
る
場
合
、
申
請
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
よ
り
、
２
人
目
か
ら
利
用
料
が
半
額

に
な
り
ま
す
。

・�

児
童
ク
ラ
ブ
利
用
申
込
書
を
提
出
さ

れ
て
も
、
就
労
・
定
員
等
の
状
況
に

よ
り
利
用
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

◆
書
類
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

・
子
育
て
支
援
課　
児
童
福
祉
担
当

　
☎
32
‐
５
０
８
１

・
勝
沼
支
所　
市
民
福
祉
担
当

　
☎
44
‐
１
１
１
１

・
大
和
支
所　
市
民
福
祉
担
当

　
☎
48
‐
２
１
１
１

・
各
児
童
ク
ラ
ブ

※ 

た
だ
し
、
祝
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
き
ま
し
て

は
、
岩
崎
保
育
園
に
直
接
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
き
、
申
込
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

平
成
27
年
度　
児
童
ク
ラ
ブ

利
用
申
込
を
受
け
付
け
ま
す

■児童クラブ利用料
利用区分 １人の月額

平日のみ ３，０００円

平日・土曜日 ４，０００円

８月（夏季休暇） ８，０００円
※�夏季休暇中は、通常平日のみの
　利用者も土曜日利用可。

ひ
と
り
親
家
庭
で
小
中
学
校
へ　

入
進
学
す
る
児
童
が
い
る
皆
様
へ

　
平
成
27
年
４
月
に
小
中
学
校
へ
入
進
学
す

る
児
童
が
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
に
、
県
か
ら

支
度
金
と
し
て
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円
を

支
給
し
ま
す
。

　
以
下
の
要
件
に
全
て
あ
て
は
ま
る
方
は
、

峡
東
保
健
福
祉
事
務
所
へ
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在

・
山
梨
県
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と
。

・�

平
成
27
年
４
月
に
県
内
の
小
中
学
校
（
特

別
支
援
学
校
を
含
む
）
へ
入
進
学
す
る
児

童
を
育
て
、
生
計
を
同
一
と
す
る
ひ
と
り

親
家
庭
の
親
（
父
母
の
な
い
児
童
の
養
育

者
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と
。

※�

た
だ
し
、
児
童
福
祉
施
設
（
母
子
生
活

支
援
施
設
を
含
む
）
に
入
所
中
の
児
童
や
、

里
親
に
委
託
中
の
児
童
は
除
く
。

・�

平
成
26
年
度
（
平
成
25
年
分
）
の
所
得
税

が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

※�

た
だ
し
、
年
少
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養

控
除
の
廃
止
及
び
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の

者
に
対
す
る
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
分
の

廃
止
が
な
い
も
の
と
し
て
計
算
し
た
場
合

に
、
所
得
税
が
非
課
税
と
な
る
世
帯
は
含

む
。

・
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
で
な
い
こ
と
。

※�

支
給
が
決
定
さ
れ
ま
す
と
、
原
則
と
し
て

２
月
中
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※�

申
請
が
却
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
通
知
い

た
し
ま
す
。

※�

申
請
後
に
上
記
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ

た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
「
変
更
・
辞
退

届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限

　
１
月
５
日
（
月
）
～
１
月
30
日
（
金
）

※�

平
成
27
年
１
月
１
日
以
降
に
上
記
要
件
へ

あ
て
は
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
、
も
し

く
は
１
月
30
日
（
金
）
ま
で
に
申
請
が
で

き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
平
成
27
年
３
月

31
日
（
火
）
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

■
提
出
場
所

　
山
梨
県
峡
東
保
健
福
祉
事
務
所　
福
祉
課

　
甲
州
市
役
所
子
育
て
支
援
課

■
提
出
書
類

○�
平
成
26
年
度
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校
入

進
学
支
度
金
支
給
申
請
書

○�
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
受
給
者
証
の

写
し
な
ど
、
資
格
を
証
明
す
る
書
類

※�

申
請
用
紙
は
、
峡
東
保
健
福
祉
事
務
所
も

し
く
は
子
育
て
支
援
課
の
窓
口
に
あ
り
ま

す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
梨
県
峡
東
保
健
福
祉
事
務
所

　
（
峡
東
保
健
所
）　
福
祉
課

　
〒
４
０
５
‐
０
０
０
３

　
山
梨
市
下
井
尻
１
２
６
‐
１

　
東
山
梨
合
同
庁
舎
内

　
☎
20
‐
２
７
５
０

　
子
育
て
支
援
課

　
☎
32
‐
５
０
８
１
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■児童クラブ一覧
児童クラブ名称 開　設　場　所 電話番号 定員

塩山南児童クラブ 塩山下於曽１０２１番地３
（塩山南児童センター内） 33-7900 ７０人

塩山西児童クラブ 塩山上於曽９８４番地１（旧塩山診療所） 33-2625 ５０人

塩山北児童クラブ 塩山千野３４０９番地４
（塩山北児童センター内） 33-7800 ６０人

松里児童クラブ 塩山小屋敷１３５３番地（松里公民館内） 33-7100 ２５人
奥野田児童クラブ 塩山熊野９６４番地１（奥野田公民館内） 33-7901 ２５人
大藤児童クラブ 塩山中萩原６５８番地６（大藤公民館内） 33-7902 ２５人
井尻児童クラブ 塩山上井尻１６７５番地（井尻公民館内） 33-7903 ２５人
玉宮児童クラブ 塩山竹森３３８１番地（玉宮公民館内） 33-7907 １５人
神金児童クラブ 塩山上萩原９番地（神金公民館内） 33-7930 ２０人

大和児童クラブ 大和町初鹿野１６９３番地１
（大和公民館内） 48-2014 ２０人

東雲児童クラブ 勝沼町休息１５６５番地１
（東雲ふれあい親子館内） 44-3723 ７０人

勝沼児童クラブ 勝沼町勝沼１２８１番地２
（勝沼中央公民館内） 44-2159 ４０人

菱山児童クラブ 勝沼町菱山１２０４番地（旧菱山保育所） 44-0628 ２０人

祝児童クラブ 勝沼町下岩崎１００２番地 1
（祝ふれあい親子館内） 44-1524 ５０人

※なお、塩山南小学校区については、塩山南及び塩山西児童クラブの 2箇所あります。
　定員の関係で、場合により振り分けをさせていただく事があります。

甲
州
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会　
　

学
習
会

■
日　
時　
１
月
29
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
後
４
時
～
６
時

■
場　
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　

２
階　
大
会
議
室

■
内　
容　

�

「
確
か
な
学
力
を
育
て
る　
　

学
校
と
家
庭
の
あ
り
方
」

■
講　
師　
河
村　
茂
雄　
氏

　
　
　
　
　
（�

早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科

学
学
術
院
教
授
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
祝
小
学
校

　
☎
44
‐
０
１
７
９

児
童
セ
ン
タ
ー
の
イ
ベ
ン
ト
予
定

○
塩
山
南
児
童
セ
ン
タ
ー
○

■
内　
容　
フ
ァ
ー
ス
ト
サ
イ
ン

　

�「
ま
だ
言
葉
の
話
せ
な
い
赤
ち
ゃ
ん
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
も
う
」

■
日　
時　
1
月
22
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～

■
会　
場　
塩
山
南
児
童
セ
ン
タ
ー

■
対　
象　
0
～
1
歳
児
の
親
子

■
持
ち
物　
バ
ス
タ
オ
ル

■
参
加
料　
無　
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
塩
山
南
児
童
セ
ン
タ
ー

　
☎
33
‐
７
９
０
０

○
塩
山
北
児
童
セ
ン
タ
ー
○

■
内　
容　
工
作
あ
そ
び

　

�「
紙
粘
土
で
コ
ネ
コ
ネ
あ
そ
び
を
楽
し
み

ま
す
」

■
日　
時　
1
月
15
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～

■
会　
場　
塩
山
北
児
童
セ
ン
タ
ー

■
対　
象　
未
就
園
の
親
子

■
参
加
費　
無　
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
塩
山
北
児
童
セ
ン
タ
ー

　
☎
33
‐
７
８
０
０

○
東
雲
ふ
れ
あ
い
親
子
館
○

■
内　
容　
か
ら
だ
あ
そ
び

　
�「

広
い
室
内
を
走
り
回
っ
て
ポ
カ
ポ
カ
に

な
り
ま
し
ょ
う
」

■
日　
時　
1
月
29
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～

■
会　
場　
東
雲
ふ
れ
あ
い
親
子
館

■
対　
象　
1
歳
以
上
の
親
子

■
持
ち
物　
上
履
き

■
参
加
費　
無　
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
東
雲
親
子
ふ
れ
あ
い
館

　
☎
44
‐
３
７
２
３

※�

塩
山
北
児
童
セ
ン
タ
ー
の
開
館
日
変
更

に
つ
い
て

　

�

１
月
よ
り
水
曜
日
を
休
館
と
し
、
土
曜

日
を
開
館
と
い
た
し
ま
す
。

■
開
館
日

　
月
・
火
・
木
・
金
・
土
の
5
日
間

■
閉
館
日　
水
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
祭
日

■
開
館
時
間

　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
１
時
30
分

　
（
今
ま
で
通
り
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
塩
山
北
児
童
セ
ン
タ
ー

　
☎
33
‐
７
８
０
０
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ま
す
。

■
開
催
期
間

　
1
月
6
日
（
火
）
～
1
月
27
日
（
火
）

■
開
館
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

■
開
催
場
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
歴
史
民
俗
資
料
室

■
休
館
日　
月
曜
日
・
国
民
の
祝
日

　

�（
祝
日
と
月
曜
日
が
重
な
る
と
き
は
そ
の

翌
日
）

■
主　
催　
甲
州
市
民
文
化
会
館

◆
お
問
い
合
わ
せ
先�

　
甲
州
市
民
文
化
会
館

　
☎
32
‐
１
４
１
１

平
成
26
年
度
「
甲
州
市
生
涯
学
習

推
進
大
会
」
開
催
の
お
知
ら
せ

【
テ
ー
マ
】

―�

と
も
に
学
び
あ
い
・
と
も
に
ふ
れ
あ
い
・

と
も
に
支
え
あ
い
―

■
日　
時　

２
月
21
日
（
土
）　

　
　
　
　
　
開
演　
午
後
１
時
～

　
　
　
　
　
（
開
場　
午
後
０
時
30
分
）

■
会　
場　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
ホ
ー
ル

■
入　
場　
無　
料

■
主　
催　
甲
州
市
生
涯
学
習
市
民
協
議
会

■
共　
催　
甲
州
市
教
育
委
員
会

《
大
会
内
容
》

【
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
意
見
発
表
】

　

�

市
内
小
中
学
生
・
高
校
生
の
４
組
か
ら
意

見
発
表
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

�

メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
「
学
ぶ
こ
と
の
楽
し

さ
」

【
童
謡
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
】

　
～
ひ
び
け
山
河
へ
み
ん
な
の
歌
声
～

○
「
童
謡
・
叙
情
歌
の
合
唱
」

　

�

甲
州
市
民
（
各
地
区
公
民
館
・
自
治
公
民

館
等
）
に
よ
る
童
謡
・
叙
情
歌
の
合
唱

○
「
土
屋
朱
帆
童
謡
コ
ン
サ
ー
ト
」

　

�

童
謡
歌
手
・
土
屋
朱
帆
さ
ん
と
ピ
ア
ニ
ス

ト
・
石
塚
幸
子
さ
ん
が
お
贈
り
す
る
童
謡

コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。
皆
さ
ん
も
一
緒
に
歌

い
ま
し
ょ
う
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
教
育
委
員
会　
生
涯
学
習
課

　
社
会
教
育
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
７

甲
州
市 

市
民
教
養
講
座　
　
　
　

「
俳
句
へ
の
い
ざ
な
い
」

　
日
本
文
化
を
代
表
と
す
る
五
・
七
・
五
の

十
七
文
字
か
ら
成
る
日
本
語
の
定
型
詩
で
あ

る
俳
句
。
今
回
の
講
座
で
俳
句
の
楽
し
み
方

を
一
緒
に
学
び
ま
せ
ん
か
。

■
日　
時　

２
月
15
日
（
日
）

　
　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
～
3
時

■
会　
場　
甲
州
市
民
文
化
会
館　

　
　
　
　
　

２
階　
第
3
会
議
室

■
講　
師　
井
上　
康
明　
氏　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
（
郭
公
主
宰
）

■
参
加
料　
無　
料

■
定　
員　
30
名

※
１
月
５
日(

月)

よ
り
受
付
し
ま
す
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
教
育
委
員
会　
生
涯
学
習
課

　
社
会
教
育
担
当　

　
☎
32
‐
５
０
９
７

新
春
絵
画
教
室
作
品
展

　
甲
州
市
文
化
協
会
の
美
術
部
員
が
年
間
を

通
し
て
描
い
た
作
品
の
展
示
で
す
。
皆
様
の

ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
日　
時

　
１
月
８
日
（
木
）
～
１
月
22
日
（
木
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※�

月
曜
日
・
国
民
の
祝
日
（
祝
日
と
月
曜
日

が
重
な
る
と
き
は
そ
の
翌
日
）
は
休
館
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、最
終
日
の
22
日
（
木
）

は
午
後
３
時
ま
で
で
す
。

■
会　
場　
甲
州
市
民
文
化
会
館

　
　
　
　
　
１
階
ロ
ビ
ー

■
主　
催　
甲
州
市
文
化
協
会　
美
術
部

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
文
化
協
会　
美
術
部
（
廣
瀬
）

　
☎
33
‐
４
３
２
９

歴
史
民
俗
資
料
室 

企
画
展　
　
　
　

再
発
見
！
埋
も
れ
て
い
た
佳
画
「
郷
土

画
家
の
名
作
展
」〈
辻　
雲
仙
〉
開
催

　
今
回
の
企
画
展
は
、
郷
土
の
画
家
を
見
直

そ
う
と
題
し
て
、
貴
家
の
所
蔵
品
を
展
示
し
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参
加
者
募
集
!!　
　
　
　
　
　
　

４
コ
ー
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会　

出
場
チ
ー
ム
募
集
！

　
甲
州
市
民
と
山
梨
市
民
相
互
の
親
睦
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
「
４
コ
ー
ト
バ
レ
ー
ボ

ー
ル
大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
ご
友
人
、

ご
家
族
、
ご
近
所
さ
ん
で
チ
ー
ム
を
組
ん
で

参
加
し
ま
せ
ん
か
。

●
４
コ
ー
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
っ
て
？

　
十
字
型
の
ネ
ッ
ト
を
用
い
、
４
区
画
の
コ

ー
ト
で
行
う
４
チ
ー
ム
対
抗
ソ
フ
ト
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
で
す
。
相
手
が
3
チ
ー
ム
に
な
る
た

め
、
意
外
性
に
富
み
上
手
下
手
の
差
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
誰
も
が
一
緒
に
楽
し
め
ま
す
。

■
日　
時　
2
月
1
日
（
日
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
～　
開
会
式

■
会　
場　
山
梨
市
民
総
合
体
育
館

■
参
加
資
格

　

�

甲
州
市
・
山
梨
市
在
住
ま
た
は
在
勤
者
で

構
成
さ
れ
た
チ
ー
ム

■
競
技
種
目

　

�

４
コ
ー
ト
バ
レ
ー
、
健
康
測
定
（
体
脂
肪

･

活
力
年
齢･

骨
密
度･

血
管
年
齢
・
Ｂ

Ｍ
Ｉ
の
測
定
も
出
来
ま
す
。）

■
参
加
料　
無　
料

■
そ
の
他

　

�

主
・
副
審
に
つ
い
て
は
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委

員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

■
チ
ー
ム
構
成

　
4
～
6
名
（
選
手
4
名
、交
代
選
手
2
名
）

※�

小
学
生
が
入
る
場
合
に
は
、
保
護
者
ま
た

は
成
人
の
方
が
一
名
以
上
は
入
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
数　
16
チ
ー
ム
（
先
着
順
）

■
締
切
日　
1
月
16
日
（
金
）

■
申
込
方
法

　

�

参
加
申
込
書
の
持
参
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ

り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

�

申
込
書
は
生
涯
学
習
課
（
甲
州
市
役
所
2

階
19
番
窓
口
）
に
あ
り
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先　

　
甲
州
市
教
育
委
員
会　
生
涯
学
習
課

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当　

　
☎
32
‐
５
０
９
８　

32
‐
５
１
７
２

塩山駅南口
市民ギャラリー

文化協会・写佛部の皆さんによる
「写佛画」を展示いたします。

１月５日（月）～２月２日（月）
　
※�展示内容・期間につきましては、変更
になる場合もあります。

◆　甲州市教育委員会　◆

　甲州市では、介護保険サービスを提供し
ている事業所が集まり介護サービス事業者
連絡協議会をつくり、横の連携を取りなが
らサービスの質を上げるための取組みを
行っています。
　協議会では２年に１回開催している事例
発表会を今年度は１１月２０日に行い、各
事業所からサービス内容向上のために工夫
したり努力したりしている２７事例が提出
され、その中から４事例が発表されました。

　発表後は、グループに分かれそれぞれの
立場で意見を出し合い、介護を必要とする
方や家族の気持ち、地域の方々の支援、携
わる介護サービス事業所の支援方法を共有
し、最後に山梨県立大学看護学部の佐藤悦
子教授の助言を受けました。
　今後も、学習会や研修会を定期的に開催
し、介護を必要とする方々や家族に寄り添
うことの出来る事業所を目指して活動して
いきます。

高齢者
の

高齢者
の

介護サービスの
充実をめざして
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参
加
者
募
集
!!
甲
州
市
ス
キ
ー
・

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
教
室

■
日　
時　

２
月
22
日
（
日
）

　
　
　
　
　
集
合　
午
前
５
時
50
分

　
　
　
　
　
解
散　
午
後
６
時
35
分

※�

参
加
者
に
は
詳
細
な
日
程
表
を
お
送
り
し

ま
す
。

■
場　
所

　
小
海
リ
エ
ッ
ク
ス
・
ス
キ
ー
バ
レ
ー

　
（
長
野
県
）

■
負
担
金

　
大　
人
（
高
校
生
以
上
）
３
，
５
０
０
円

　
子
ど
も
（
中
学
生
以
下
）
２
，
５
０
０
円

　
【
リ
フ
ト
代
・
交
通
費
（
バ
ス
送
迎
費
）】

※�

昼
食
・
レ
ン
タ
ル
料
は
各
自
負
担
と
な
り

ま
す
。

○
ウ
ェ
ア
上
下
セ
ッ
ト
レ
ン
タ
ル
１
日

　
大　
人　

２
，
５
０
０
円

　
子
ど
も　
１
，
５
０
０
円

○
板
・
ブ
ー
ツ
セ
ッ
ト
レ
ン
タ
ル
１
日

　
大　
人　

２
，
５
０
０
円

　
子
ど
も　
１
，
５
０
０
円

■
参
加
資
格　
市
内
在
住
者
・
在
勤
者

　
　
　
　
　
　
（
小
学
４
年
生
以
上
）

■
定　
員　
80
名
（
定
員
）

■
内　
容

　
ス
キ
ー･

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
の
レ
ッ
ス
ン

■
講　
師　
甲
州
市
体
育
協
会
ス
キ
ー
部　

■
締
切
日

　

�

１
月
30
日
（
金
）、
ま
た
は
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
教
育
委
員
会　
生
涯
学
習
課

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
８

参
加
者
募
集
！
学
習
会　
　
　
　

「
楽
し
く
い
き
い
き
健
康
体
操
」

　
簡
単
な
体
操
を
学
ん
で
、
楽
し
み
な
が
ら

身
体
と
脳
の
健
康
づ
く
り
を
し
ま
せ
ん
か
？

■
日　
時　
2
月
3
日
（
火
）

　
　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

■
場　
所　
甲
州
市
民
文
化
会
館

　
　
　
　
　
2
階　
大
会
議
室

■
講　
師　
関
口　
雄
二　
先
生

　
　
　
　
　
（
株
式
会
社
フ
ィ
ッ
ツ
）

■
持
ち
物　
動
き
や
す
い
服
装

　
　
　
　
　
汗
拭
き
タ
オ
ル

■
内　
容

　
若
返
り
体
操

　
脳
活
性
化
体
操

　
し
な
や
か
な
身
体
づ
く
り
の
柔
軟
体
操

☆
参
加
費
無
料
・
当
日
参
加
歓
迎

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
女
性
団
体
連
絡
協
議
会　
事
務
局

　
市
民
課　
市
民
参
画
・
協
働
担
当

　
☎
32
‐
５
５
８
３

■日　時　2月14日（土）
　　　　　午前１０時３０分～午前１１時３０分
　　　　　（受付）午前１０時～
※�開催当日に大雪等、交通上の安全が確保できな
い場合は、翌月の 3�月１４日（土）に改めて開
催します。
■会　場　甲州市民文化会館　２階　大会議室
　　　　　（甲州市塩山上塩後２４０）
■対　象　
　小学生のお子様と保護者５０�組
　�小学校低学年用のプログラムですがどなた様も
参加可能ですので、参加ご希望の方は、お気軽
にお問い合わせください。

■費　用　無　料

■締切日　2�月 9�日（月）

◆申し込み・お問い合わせ先
・児童虐待防止セーフティーネット甲州
�　☎０９０‐４９２０‐６３６５（上松）
・子育て支援課
　☎３２‐５０８１　３２‐３０７２
　メール　kosodate@city.koshu.lg.jp

赤ちゃんはどうやってできるの？
ぼくはどこから生まれてきたの？
わたしが生まれたとき、うれしかった？
みんなかけがえのない命だから…

　山梨県助産師会の皆様が教えてくれる「いのちの学習」を開催する運びとなりました。家族の絆、
命の尊さを、親子で学ぶ貴重な時間になると思います。ぜひこの機会に「いのち」についてお子さん
と話し合ってください。

わたしが生まれたとき、うれしかった？

親子の参加者　募集中！

いのちの学習会
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　甲
州
市
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会

　気
づ
き
合
お
う
あ
な
た
と
私
の
未あ

し
た来
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　©
段
丹
映
子
・「
ち
い
さ
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
ほ
お
ず
き
書
籍
刊

有
料
広
告

有
料
広
告

企
画
展
『
東
土
会�

絵
画
展
』

　
笛
吹
市
在
住
者
を
中
心
と
し
た
絵
画
団
体

の「
東
土
会
」に
よ
る
作
品
展
を
開
催
し
ま
す
。

　
油
彩
・
水
彩
・
日
本
画
で
描
か
れ
た
四
季

折
々
の
風
景
や
静
物
、
動
物
な
ど
の
絵
画
を

展
示
い
た
し
ま
す
。

■
開
催
期
間

　
１
月
14
日
（
水
）
～
２
月
２
日
（
月
）

【
開
館
日
の
お
知
ら
せ
】

　

�

平
成
27
年
１
月
７
日
（
水
）
ま
で
休
館
と

な
り
ま
す
。
年
始
は
１
月
８
日
（
木
）
よ

り
開
館
い
た
し
ま
す
。

釈
迦
堂
を
楽
し
も
う

　
市
内
在
住
の
小
学
生
は
利
用
券
提
示
で
、

本
人
と
同
伴
の
家
族
が
入
館
無
料
に
な
り
ま

す
。
ま
た
釈
迦
堂
ふ
ぁ
ん
ク
ラ
ブ
会
員
（
年

会
費
１
，
０
０
０
円
）
も
募
集
し
て
お
り
ま

す
。
釈
迦
堂
を
お
気
に
入
り
の
場
所
と
し
て

楽
し
く
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
■
開
館
時
間

　
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
　
（
入
館
は
閉
館
30
分
前
ま
で
）

　
○
休
館
日

　
　
火
曜
日
・
祝
日
の
翌
日
（
土
日
除
く
）

　
■
入
館
料

　
　
一
般
・
大
学
生　

２
０
０
円

　
　
小
中
高
生　
　
　
１
０
０
円

　
◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
　
☎
47
‐
３
３
３
３

釈
迦
堂
博
物
館
だ
よ
り

○犬の飼い方について
・�犬を飼い始めたら３０日以内に登録の申請を
行ってください。また、狂犬病予防注射を行う
のも飼い主の義務ですので、年に１度必ず実施
してください。
・�飼い犬が迷子になった場合、市役所や保健所で
一時保護している場合がありますので、市役所
か保健所へ連絡してください。
・�飼い犬の首輪は古くなると切れたり、すり抜け
る可能性があります。年に１度首輪の点検や
リードの調整を行うと同時に、「鑑札」、「狂犬
病予防注射済票」の装着も行ってください。

○猫の飼い主としての心がけ
・�猫は放飼いが一般的ですが、迷子になったとき
に分かるように首輪を付けましょう。また、事
故防止、寄生虫や感染症の予防のためにも出来
るだけ室内で飼いましょう。

◆お問い合わせ先
　環境政策課　環境政策担当
　☎３２‐２１１１（内２４４）

犬・猫を飼っている方へ
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無
料
法
律
相
談

■
日　
時　
１
月
15
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
第
２
会
議
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

■
定　
員

　
６
名
（
相
談
者
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※�

こ
の
無
料
法
律
相
談
は
、
完
全
予
約
制
で

す
。

　
１
月
６
日
（
火
）
午
前
８
時
30
分
か
ら
予

約
を
受
け
付
け
ま
す
。

・�

な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、
回
数
を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　☎
32
‐
５
０
６
８

無
料
消
費
生
活
相
談

市
で
は
、
専
門
家
に
よ
る
多
重
債
務
な
ど
、

消
費
生
活
に
関
す
る
無
料
相
談
を
開
設
し
ま

す
。

■
日　
時　
１
月
23
日
（
金
）

　
　
　
　
　
午
前
の
部　
午
前
9
時
～
正
午

　
　
　
　
　
午
後
の
部　
午
後
１
時
～
4
時

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　
１
階　
市
民
相
談
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

■
定　
員

　
12
名
（
相
談
者
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

■
内　
容

　

�

消
費
生
活
関
連　
架
空
請
求
、
訪
問
販
売

等
に
関
す
る
消
費
者
保
護
手
続
、
サ
ラ
金
、

多
重
債
務
、
相
続
、
遺
言
な
ど

※�

こ
の
無
料
消
費
生
活
相
談
は
、
完
全
予
約

制
で
す
。

　

�

１
月
６
日
（
火
）
午
前
８
時
30
分
か
ら
予

約
を
受
け
付
け
ま
す
。

・�

相
談
す
る
事
項
を
よ
く
整
理
し
、
関
係
書

類
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　☎
32
‐
５
０
６
８

合
同
相
談

■
日　
時　
１
月
８
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
第
１
会
議
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

※
こ
ち
ら
の
相
談
会
は
予
約
不
要
で
す
。

　

�

身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
毎
月
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

�

行
政
、
人
権
、
家
庭
の
こ
と
で
お
悩
み
の

方
は
、
こ
の
機
会
に
是
非
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

勝
沼
地
域
行
政
相
談

■
日　
時　
１
月
16
日
（
金
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

■
場　
所

　
勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー　

２
階　
会
議
室
Ａ

■
対　
象　
甲
州
市
民

※
こ
ち
ら
の
相
談
会
は
予
約
不
要
で
す
。

　

�

行
政
に
関
わ
る
こ
と
で
お
悩
み
の
方
は
、

こ
の
機
会
に
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

大
和
地
域
行
政
相
談

■
日　
時　
１
月
６
日
（
火
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

■
場　
所

　
大
和
ふ
る
さ
と
会
館　

２
階　
研
修
室
３

■
対　
象　
甲
州
市
民

※
こ
ち
ら
の
相
談
会
は
予
約
不
要
で
す
。

　
�

行
政
に
関
わ
る
こ
と
で
お
悩
み
の
方
は
、

こ
の
機
会
に
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

も
の
忘
れ
相
談

　
も
の
忘
れ
に
対
す
る
不
安
か
ら
、
も
の
忘

れ
の
あ
る
方
へ
の
対
応
方
法
ま
で
何
で
も
結

構
で
す
。
専
門
医
が
お
話
を
う
か
が
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日　
時

　
１
月
16
日
（
金
）
午
後
３
時
～

※
こ
の
相
談
は
、
無
料
・
完
全
予
約
制
で
す
。

　

�

１
月
14
日
（
水
）
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※�

毎
月
第
３
金
曜
日
に
も
の
忘
れ
相
談
を
行

っ
て
い
ま
す
。

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　
１
階　
市
民
会
議
室
Ｂ

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
介
護
支
援
課
内
）

　
☎
32
‐
５
６
０
０

障
害
者
生
活
支
援
相
談

時
間
外
相
談
日
（
予
約
制
）

　
平
日
の
日
中
は
忙
し
く
て
市
役
所
ま
で
行

け
な
い
と
い
う
方
、
電
話
・
来
所
に
て
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
す
べ
て
の
日
程
で
予
約
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
時
間
外
相
談
日

◎
水
曜
日
（
午
後
５
時
15
分
～
７
時
）

　
1
月
7
日
、
14
日
、
21
日
、
28
日

◎
土
曜
日
（
午
後
１
時
～
４
時
）

　
1
月
10
日
、
17
日
、
24
日
、
31
日

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　

33
‐
２
３
０
７
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同
じ
障
害
を
持
つ
相
談
員　
　
　

ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
相
談

（
予
約
制
）

　
障
害
を
持
つ
人
の
悩
み
は
同
じ
障
害
を
持

つ
人
で
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
。
経
験
を
積
み
重
ね
た
障
害
者
自
身

が
、
同
じ
立
場
に
た
っ
て
悩
み
を
聞
き
相
談

に
の
り
ま
す
。
１
人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
視
覚

　
石
原
テ
ル
氏　
　
　
　
☎
33
‐
２
４
８
９

■
聴
覚

　
遠
藤
養
蔵
氏　
　
　
　

33
‐
９
１
９
２

■
肢
体

　
羽
村
千
鶴
氏
（
肢
体
）
☎
32
‐
１
２
２
４

　
中
村
安
孝
氏
（
脳
原
性
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
44
‐
２
２
４
０

■
知
的
障
害
児
保
護
者

　
田
中
美
津
江
氏　
　
　
☎
32
‐
２
２
４
７

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　

33
‐
２
３
０
７

※�

相
談
日
・
時
間
帯
に
つ
い
て
、
ま
た
来
所
で

き
な
い
方
に
つ
い
て
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

障
害
者
陶
芸
教
室

　
障
害
を
お
持
ち
の
方
を
対
象
と
し
た
陶
芸

教
室
を
開
催
し
ま
す
。
は
じ
め
て
の
方
で
も

丁
寧
に
指
導
し
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

■
日　
時　
1
月
13
日
（
火
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
～

■
場　
所　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

■
定　
員　
15
名
程
度

■
参
加
費　
材
料
費　
１
０
０
円

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　

33
‐
２
３
０
７

こ
こ
ろ
の
専
門
相
談

　
心
の
問
題
で
悩
ん
で
い
る
方
や
そ
の
ご
家

族
の
相
談
に
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
応
じ
ま
す
。

来
所
で
き
な
い
場
合
は
ご
自
宅
等
へ
の
訪
問

も
可
能
で
す
の
で
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

※
こ
の
相
談
は
完
全
予
約
制
で
す

〔
精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談
〕

■
日　
時

　
1
月
21
日
（
水
）

　
午
後
2
時
30
分
～
4
時
30
分

■
申
し
込
み　
1
月
14
日
（
水
）
ま
で

〔
臨
床
発
達
心
理
士
に
よ
る
相
談
〕

■
日　
時

　
毎
月
第
1
・
第
3
火
曜
日
の
午
前
中

■
申
し
込
み　
随
時

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　

33
‐
２
３
０
７

家
族
介
護
者
交
流
会
の
お
知
ら
せ

■
日　
時

　
2
月
18
日
（
水
）

　
午
前
9
時
～
午
後
4
時

■
集
合
場
所
・
時
間

○
塩
山
地
域

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
表
駐
車
場

　
午
前
8
時
50
分
集
合　
9
時
出
発

○
勝
沼
・
大
和
地
域

　
勝
沼
支
所
前
庭

　
午
前
9
時
10
分
集
合　
9
時
15
分
出
発

■
行
き
先

　
川
越
市
日
帰
り
の
旅

■
参
加
費

　
１
，
０
０
０
円

■
対　
象

　

�

甲
州
市
内
在
住
で
高
齢
者
を
介
護
さ
れ
て

い
る
方

■
定　
員　
35
名
（
先
着
順
）

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

■
受
付
締
切
日　
2
月
4
日
（
水
）

■
そ
の
他

　

�

集
合
場
所
ま
で
の
送
迎
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
申
し
込
み
の
際
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
恵
信
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
（
山
本
・
窪
田
）

　
☎
33
‐
３
２
０
５

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

入
居
希
望
者
の
申
し
込
み
に
つ
い
て

　
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
ぶ

ど
う
畑
」
の
入
居
希
望
者
の
申
し
込
み
受
付

を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
詳
し
く
は
ぶ
ど
う

畑
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
入
居
対
象
者

　

�

当
施
設
は
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

で
、
居
宅
に
お
い
て
常
時
介
護
を
受
け
る

こ
と
が
困
難
な
甲
州
市
に
住
居
を
有
す
る

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
受
付
期
間

　
随
時
お
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

◆
受
付
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム　
ぶ
ど
う
畑

　
（
勝
沼
町
休
息
１
３
０
０
‐
１
）

　
☎
44
‐
６
５
０
０

介
護
者
の
会 

『
四
つ
葉
の
会
』 　

例
会
の
お
知
ら
せ

■
日　
時

　
１
月
13
日
（
火
）

　
午
前
11
時
～

■
内　
容

　

�

温
泉
に
つ
か
り
な
が
ら
心
身
の
疲
れ
の
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
と
交
流

■
場　
所　
勝
沼
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
集　
合

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
表
駐
車
場

　
午
前
10
時
30
分
集
合

■
対　
象

　

�

会
員
、
介
護
に
携
わ
っ
て
い
る
方
、
介
護

に
つ
い
て
関
心
の
あ
る
方

■
持
ち
物　
入
浴
に
必
要
な
タ
オ
ル
等

■
会　
費　
５
０
０
円

■
申
込
方
法

　

�

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
電
話
に

て
１
月
9
日
（
金
）
ま
で
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
介
護
支
援
課
）

　
☎
32
‐
５
６
０
０
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甲州市消防団と日下部警察署は１２月１２日、防
火防犯などを呼びかける防犯診断を行いました。

市内の少年野球スポーツ少年団は１１月２４日、
６年生大会を開き交流の輪を広げました。

甲州市ニュース甲州市ニュース

　平成７年１月１７日早朝に発生した「阪神淡
路大震災」では災害ボランティアの活躍により
多くの被災者の生活が支えられました。これを
きっかけに毎年
●��１月 15 日～ 21日は「防災とボランティア
週間」�

●�１月１７日は「防災とボランティアの日」
と定められました。

～�防災アドバイス�～
１. 非常持出品と非常備蓄品を準備しましょう。
２. 避難場所、道順、家族との連絡方法などを

確認しましょう。
３. 家具・家電製品等は転倒・落下防止器具で

固定しましょう。
４. 災害用伝言ダイヤル「１７１」の使い方を

覚えておきましょう。
５. 地域で行われる防災訓練には、積極的に参

加しましょう。
１月中は、次の時間帯で災害用伝言ダイヤルの
体験利用ができます。
★正月三が日（１／１～１／３）
　　体験時間　０：００～２４：００
★ボランティア週間（１／１５～１／２１）
　　体験時間　９：００～１７：００

日下部警察署・各種防犯団体

不動産無料相談
■日　時　１月15日（木）午後１時～３時
■場　所　杜の交流館（峡東森林組合）
　　　　　☎３３‐２９０１
◆申し込み・お問い合わせ先
　　　（社）山梨県宅地建物取引業協会　相談室
　　　　　☎０５５‐２４３‐４３０４

防災とボランティア 市の人口※平成２６年 12 月 1 日現在
（　）内前月比

人口 3 3 , 7 5 0 人 （－１７人）
男 1 6 , 3 1 4 人 （ー　９人）
女 1 7 , 4 3 6 人 （－　８人）
世帯 1 3 , 2 1 6 世帯（－７世帯）

◎甲州市社会福祉協議会へ
　・輿石　努さん　（等々力）

温かな善意ありがとうございました

1月10日は110番の日です！
　警察では、各種事件・事故等の緊急事案の早
期解決を目的として
 「いち早く　いそがず慌てず　れい静に」
（��１　　　　１　　　　　　　０　番）
を合い言葉に、市民の皆様に広く１１０番通報
のご協力をお願いしております。
　１１０番通報は、携帯電話、一般加入電話な
どから「１１０」とダイヤルすると、県内どこ
からでも警察本部の通信指令室につながります。
　通信指令室では、担当の警察官が、
　「いつ」、「何処で」、「何が」、「犯人は」、
　「負傷者は」、「あなたの住所、氏名」
などをお尋ねしますので、落ち着いてお話しく
ださい。なお、いまだに多くのイタズラ・間違
い電話が見受けられます。イタズラ電話は、緊
急の事件・事故等の通報に大きな支障をきたし
ますので絶対にやめましょう。また、相談ごと
等は、最寄りの警察署、交番、駐在所、または

警察本部総合相談室「＃９１１０」
におかけ下さい。
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＊お問合せ＊

勝沼図書館 ☎44-3746
塩山図書館 ☎32-1505
大和図書館 ☎48-2921
甘草屋敷子ども図書館
　　　　　 ☎33-5926●ホームページ

　http://www.l ib-koshu.jp/

市内図書館年末年始休館のお知らせ
☆平成 27年1月４日（日）まで

塩山図書館、甘草屋敷子ども図書館
☆平成 27年1月５日（月）まで

勝沼図書館、大和図書館

勝沼図書館　新春映画会
★�1月10日（土）　午後 2時～ 3時３０分
　　「トムとジェリーの大冒険」

★1月11日（日）　午後 2時～ 4時
　　「お楽しみ映画会」
☆会場：両日共に勝沼図書館視聴覚室

市内図書館「本の福袋」貸し出し
図書館員のおススメする本のセットです。
＊1月5日（月）午前 10時～
　　塩山図書館、甘草屋敷子ども図書館
＊1月6日（火）午前 10時～
　　勝沼図書館、大和図書館
※全て貸し出された時点で終了となります。

市内図書館巡回展
「神技小学生！健太君の立体切紙展」
１月５日（月）～2月１ 日（日）→塩山図書館

２月４日（水）～2月26日（木）→子ども図書館
３月１日（日）～3月29日（日）→勝沼図書館
４月２日（木）～4月28日（火）→大和図書館
　※切紙の本もあわせて展示しています。
　　ぜひチャレンジしてみてください！

子ども図書館第 40 回企画展
『画本宮澤賢治原画展　 

　　～雨ニモマケズを中心に～』
☆期間：2月1日（日）まで開催中
☆会場：甘草屋敷子ども図書館

子ども図書館の雰囲気にピッタ
リマッチした素敵な原画です！

ビブリオバトル IN 塩山④
＆尺八のミニ演奏会

☆日時：２月７日（土）
　※当日は自由観戦です。時間までにお集まりください。
☆会場：塩山図書館カウンター前
☆内容：午後５時１０分～　尺八のミニ演奏会
　　　�都内在住で本を愛する尺八奏者の遠藤直幸さん

（発表者としても参加！）によるミニ演奏会♪
　　　　午後５時３０分～　ビブリオバトル開始

絵本『きぼうのかんづめ』展トークイベント
☆日時：２月15日（日）�午後１時30分～
☆会場：甘草屋敷子ども図書館
☆対象：小学生～一般　40名（参加申込みは塩山図書館まで）
　　　　東日本大震災復興支援の展示として、絵本『きぼうのかんづめ』の
　　　原画展を 2月 4日（水）から開催します。
　　　　イベントとして、著者のすだやすなりさんと宗誠二郎さんのお二人
　　　によるトークショーと、津波に流されず残った缶詰にラベルを描くワ
　　　－クショップを行います。缶詰は持ち帰りできます。（サイン会予定）

アサンブラージュ講演会
☆日時：２月22日（日）�午後６時～８時
☆会場：勝沼図書館（参加申込みは勝沼図書館まで　１月６日より受付を開始します）
☆内容：��昨年好評いただいた、山梨の若手醸造家グループ『アサンブラージュ』による試飲付き講演会です。�
　　　　産地ワインについて・各社のこだわりなど、じっくり話を聞けるチャンスです！



「わが家のスター」では、元気なお子さんの写真を募集しています。
ご両親のコメントを添えて広報担当までお申し込みください。
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介
すけ

くん（９ヶ月）

わが家に天使が舞い降りました。
私達にいつも幸せをくれます。
誰からも愛される優しい子に
なってね♪パパ、ママより。
父・好彦さん、母・いずみさん

（上小田原）

勝沼の実り多い豊かな自然に恵
まれて、のびのび育って元気
いっぱい！
破天荒に生きるのだ！
父・智也さん、母・真澄さん

（勝 沼）

ひょうきんな兄と世話好きな弟。
どんなときも、雄大な心で、慶
びも悲しみも分け合える兄弟で
いてね。

父・寛郎さん、母・千佳さん
（下塩後）

反
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た

 雄
ゆう

一
いち

郎
ろう

くん（７歳）

　　 慶
けい

二
じ

郎
ろう

くん（２歳）

◆お申し込み・お問合せ
　政策秘書課　秘書・広聴広報担当　TEL32-5063
　ホームページアドレス http://www.city.koshu.yamanashi.jp


